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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（南靖久議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立をいたしており

ます。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第４号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において１番、

三鬼孝之議員、２番、内山將文議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 最初に、４番、楠裕次議員。 

〔４番（楠裕次議員）登壇〕 

４番（楠裕次議員） 皆様、おはようございます。 

 きょうは、ちょっと私ごとなんですけど、朝早く焼却ごみを捨てようとして準

備して勝手口に置いたところ、出がけの寸前にカラスに散らかされて大騒ぎしま

したので、きょうの一般質問は大波乱があるのかなと思っているんですけど、静

かに進めたいと思います。 

 それでは、発言の許可をいただきましたので、通告に基づきまして５項目の質

問をさせていただきます。今回は、行政運営に当たって気になっていること、行

政職の皆さんに足元から見直しについて意識してもらいたいということで、まず、

住民の目線で、市営住宅の管理運営について、幼稚園の保育事業について、補助

金のあり方についての３項目と、それらを踏まえて職員の人材育成についてが１

項目、地元であります中部電力尾鷲三田火力発電所の廃止について、計５項目の

質問をさせていただきます。 

 まず、１項目め、市営住宅の管理運営について。 

 市民から寄せられた疑問に対応するため、２月の１２日、倉ノ谷市営住宅の現

状調査を行いました。そこで、１点目、居住実態がなく、賃料が安いために物置

がわりに利用しているのではないかということですね。人が住んでいないのに荷

物や衣類が見受けられるということです。 
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 ２点目。空き家になっているにもかかわらず、建物の外部に物を放置している

という現状があります。ですから、退去するときに外に荷物を置いたままという

ことが本当にいいのかどうか。この辺もちょっと気になるところです。 

 ３点目、空き地には駐車場として利用していることが見受けられます。周辺の

住宅地の方は、自分の屋敷の中に駐車スペースを設けるか、あるいは個人の土地

に駐車料金を払って利用しているという現状が見受けられます。しかし、市営住

宅の空き地は無料駐車場ではないんですから、駐車料金を取る必要があるのでは

ないかなというふうに思っております。ただでとめている人が何人か見受けられ

ると。これについても後でお答えをいただければと思います。 

 ４点目、戸建てで居住不可能な建物をいつまで放置するのか。公共施設は、市

の財産でもありますし、災害時などの緊急時の一時住まいとして日々適切な管理

運営が求められることは当然だと思います。これが、本来、日々のコスト削減に

つながるのではないかと思いますので、管理規定を含めて市長の今後の取り組み

についてお答えをいただければと思います。 

 ２項目め、幼稚園の保育事業について。 

 市が運営する幼稚園は、現在、尾鷲幼稚園と三木幼稚園の２カ所が条例によっ

て設置されています。その園則、いわゆる規則に、第２条、入園資格に保育期間

が２年保育と３年保育に記載されています。ここで一つ気になるのが、本来、国

民はひとしく教育を受ける義務があり、また、権利もあります。さらに、地方自

治の基本からすると、市民、住民は、公平に、また、多様なサービスを受けるこ

との権利が保障されているということだと思います。何ゆえ幼稚園の保育期間を

２年と３年に分けたのか不思議でなりません。保護者の方々は、生活実態や働く

場などから子供を預けることに選択肢が多くあることは大変助かると思いますが、

教育者として疑問に思わないのでしょうか。 

 そこで、１点目、何ゆえ２年と３年に分けているのか。 

 ２点目、今後のこの園則、規則を改正する予定はないのか。この項目について

は教育長からお答えをお願いいたします。 

 ３項目め、補助金のあり方について。 

 現在、市では５００万以上の補助金及び交付金を支給している団体は７件と伺

っています。その他として少額の補助金の受給団体が相当数あります。補助金、

交付金の予算措置に当たっては、各課、交付要綱などを定めて対応していること

と聞いておりますが、これについても、どのような評価に基づいて交付額を確定
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しているのか、さらに、特にその補助金を交付している団体で市が委託している

ような事業においては、契約行為が成立しているのかどうか。市の統一した見解

を示す必要があるんじゃないかというふうに思います。これが、市長が発言して

いる、少しでもくさびを打ちたいところの第一歩だと思いますが、先日の質疑に

おいて、副市長の発言で、弁護士に相談されたとのことですが、相談は別に問題

はないと思いますが、事案によっては、代表監査に相談するあるいは確認するこ

とも必要じゃないかなというふうに思います。 

 一方で、平成３０年度の予算編成方針について、歳出については、必要性、有

効性など公平性の観点から徹底的に分析し、無理、無駄の排除を市長が通知して

います。また、要領による通知では、補助金等については、見直し方針、交付規

準、評価実施規準を作成して、終期を定めて予算計上するような通知を庁内に出

されております。ですが、この方針や規準の説明は、常任委員会や予算委員会で

はもう遅過ぎるんですね。早く議会、議員に紹介して、それと予算編成しました

よとやらないと、もうこれは後出しじゃんけんと何ら変わりはないんですね。委

員会で否決されてもいいんだとか大したことはないんだと思われているのは、大

筋間違えていると思います。このような規準等は先に示して、しっかり予算編成

をしましたと表明したほうが、私たち議員として、聞いているほうがすっきりす

ると思っております。 

 そこで１点目、補助金制度については、ガイドライン、いわゆる指針の作成を

することは考えられないのか。 

 ２点目、補助金はどのような評価に基づいて交付しているのか、市長の考え方

をお答えください。 

 ４項目め、市職員の人材育成について。 

 職員の方は、日常の業務を行うことだけでなく、一歩前に進んだ取り組みが地

域のためにもなりますし、また、住民が安全で安心して快適に暮らせる環境づく

りにつながると思っております。職員の育成に必要な研修費は、総務担当部門と

各課対応部分になると思いますが、ここで、後でも結構なんですけど、調べてい

ただいて、予算額がどのぐらいなのかちょっとお聞きしたいなというふうに思い

ます。少ない予算だと、簡単にＯＪＴで済ませているのではないかと心配します。

思料します。将来の尾鷲市を担う職員には基礎的な投資は要らないのでしょうか

ね。将来を担う人材、人は材料じゃなくて財産ですから、その人材育成の取り組

みは大切なことと思います。また、ＯＪＴだけの取り組みではなかなか現状を打
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破することはできない。市町村アカデミーだとか各省庁の大学校、さらには県へ

の出向などによって研さんすることが市のためにもなっていくものと確信してお

ります。職員育成に投資しない自治体は、先細りするのが目に見えています。ぜ

ひ投資をしてほしいなと思っております。 

 そこで１点目、今後の人材育成にどのように取り組むのか。あわせて、先ほど

言いましたけど、現在、どのぐらい予算額を立てているのかお示しください。 

 ２点目、仕事目標の導入が必要ではないかと思っております。職員育成等を業

務の活性化の一環として既に課単位での仕事目標の取り組みを推進しているとヒ

アリングの中でお聞きしました。しかし、効果が出ているのかどうか。どのよう

な評価をしているのか。少しながら疑問に感じております。できれば、その仕事

目標を半期ごとの成果を市のホームページに公表する、公表することで職員の意

識改革を促すとともに、市の業務を市民に知ってもらうことにもつながり、行政

がこれからの時代に求められるのではないかというふうに思っておりますので、

ぜひこれについても市長からお答えを聞きたいと思います。 

 最後になりますが、５項目め、中部電力尾鷲三田火力発電所の廃止について。 

 私の地元でありますし、ここの発電所の設置については、１９５９年、昭和３

４年の９月２６日の夜に上陸した伊勢湾台風。翌年、１９６０年、昭和３５年５

月２４日、この５月２４日はたまたま私の誕生日なんですけど、早朝のチリ津波

による甚大な被害が連続して、尾鷲湾地では土地利用できる状態ではなくなって

しまったということですね。そこで、１９６４年、昭和３９年に、復興の一環と

して三重県と尾鷲市が中部電力を誘致したという経緯があります。同年８月２７

日付で、地域の開発と産業の均衡ある発展に努めることを目的として協定を結ん

で、この後数年は尾鷲バブルと言われるほど景気がよかったというふうに聞いて

おります。この景気のいいときは私は東京にいたのでちょっと詳しいことはわか

りませんけど、そういうよき時代があったと思うんですけど、しかしながら、時

代の流れとともに歴史の一つに幕をおろす、２０１８年度で火力発電所の廃止を

発表ということです。これからが尾鷲市の正念場で、中部電力との連携強化が第

一ポイントになります。 

 しかし、事業者に対して一方的に当時の協定書をもとに責任を求めることはも

う現状では少し無理がありますし、事業のないものに協定書は有効ではないとい

うふうに考えております。もっと、尾鷲市がこのように取り組むから、できる範

囲の協力が要請できるような市のビジョンをしっかり提供することが大切だと思
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っております。 

 そこで１点目、廃止に伴う市の今後のまちづくり対応について伺います。 

 ２点目、このまちづくりについて検討プロセスを間違えないように。跡地利用

は、事業者の理解が得られれば、都市施設などの設置も考えられます。この検討

プロセスは行政や団体だけでは難しいと考えられます。一つの手法として、協議

会をつくる前に、早目に市民アンケートや、子供たちと言うには失礼ですけど、

小学校、中学校、あるいは高校生に将来の尾鷲像を描いてもらう。それをもとに

作業する方法も一つあるのかなというふうに思います。また、一方に、制度的に

は、当然、作業が始まれば、市民アンケートやパブリックコメントなどさまざま

な業務が続きますけど、こういう点を踏まえて、将来、しっかり、今後の市の目

指すべき方向を見間違えないように取り組んでほしいと考えております。これに

ついても市長のお考えを示していただければと思います。 

 以上、簡単ですが、壇上からの質問といたします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 楠議員のほうからいろいろと御意見、御質問を頂戴しましたの

で、それぞれにお答えさせていただきたいと、このように思っております。 

 まず初めに、市営住宅の管理運営についてであります。 

 まず、本市の市営住宅は、昭和３０年代に建設された住宅を中心に、平成１２

年度に建設された住宅も含めまして、現在、１５団地で２８３戸を管理しており

ます。住宅管理につきましては、職員が各団地を巡回したり、御意見をいただい

た居住者宅を訪問するなどにより、住宅管理者として必要な修繕等を実施してお

ります。 

 また、その運営については、毎年５月と１１月に新規の入居者募集を行い、空

き家となった住宅への入居順序を決め、順次入居いただくように調整を図ってお

ります。 

 議員御指摘の件につきましては、団地を巡回する中で、生活感がないような住

宅には特に留意し、次回巡回時にも再度確認するなどして、居住実態がないと判

断した居住者には問い合わせを行い、状況によっては早期の明け渡しをお願いし

ております。 

 今後も、市営住宅に入居されているそれぞれの世帯の状況把握に努めるととも

に、現地調査を適宜実施し、市営住宅を有効に御利用いただけるよう適切に対応
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してまいりたいと考えております。 

 次に、転居後の荷物の放置についてでありますが、これについては、入居者か

ら転居の申し出があった場合、職員がその都度住宅の確認を行っているため、返

還手続中として把握いたしております。 

 しかし、議員御指摘のとおり、荷物の片づけに時間がかかるケースも見受けら

れるため、早期の撤去を求めている状況であります。これも、さきに御指摘いた

だきました案件と同様に、市営住宅の有効な利用のためにも適切に対応してまい

ります。 

 ３番目に、空き地を駐車場として利用している場合の駐車料金の徴収について

でありますが、本市が市営住宅として駐車料金を徴収できるのは、条例によりま

して、現状では山辺団地のみとなっております。また、これまで取り壊しを実施

した戸数は、平成１５年度以降１８件あることから、現在使用されていない跡地

も存在しております。このため、議員御提案のように、駐車場の活用も含め、団

地の集約等に向けた売却などさまざまな利活用を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、戸建て居住不可能な建物についてであります。 

 本市が管理する市営住宅は、さきに述べましたとおり２８３戸ありますが、そ

のうち耐震診断で居住可能とされた住宅数は１６４戸で、残り１１９戸は、耐震

上、居住に適さないと判断されております。この居住に適さないと判断される住

宅の一部には、過去から長期にわたり居住されている方もおみえになりますが、

基本的には空き家となった場合は、新規に入居させないよう運営しております。 

 このような状況を踏まえ、現在、市営住宅の長寿命化修繕計画の策定業務を進

め、今後、市として管理すべき市営住宅の全体像を想定し、団地ごとに維持管理

手法や施設更新等について検討を行っており、この検討内容にあわせて、耐震上

課題となっている住宅の撤去についても早期に対応すべきと考えております。 

 今後、市営住宅の長寿命化修繕計画等を踏まえ、施設の撤去や更新等を含め、

着実な実施のために計画的に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、幼稚園の保育事業につきましては、後ほど教育長より答弁いたさせます。 

 次に、補助金等のあり方に関するガイドラインの作成につきましては、従前は、

特にガイドライン的なものはなく、尾鷲市補助金等交付規則、各課補助金等交付

要綱で補助金ごとの要領により運用しております。そのために、新規補助金を設

置する必要が生じた場合は、尾鷲市補助金等審査委員会での個別議論を経て設置
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しておりました。補助金につきましては、客観的にも公益上必要がある場合にの

み補助することができることとなっており、当然、その必要性は理解しておりま

すが、経常経費化することにより財政の硬直化を招く要因の一つになっておりま

す。 

 そのため、今回、補助金の見直しを実施するに当たり、尾鷲市補助金等の見直

し方針を策定するとともに、今後、補助金の効果的かつ効率的な運用を図り、よ

り一層の公平性及び透明性を図るため、昨年１１月に尾鷲市補助金等交付規準を、

また、定期的かつ継続的に補助金の見直しを図るため、尾鷲市補助金等評価実施

規準を定めております。 

 次に、補助金額はどのような評価に基づいて交付しているのかとの御指摘につ

いてであります。 

 現状の補助金の交付までの流れは、各団体等からの交付申請を受け、事業計画

書等を確認した上で交付決定し、補助事業等が完了した後、実績報告書の提出を

受け、事業内容、補助対象経費等を審査した上で交付額の確定を行っております。 

 次に、職員の人材育成についてでありますが、平成２７年に共創によるまちづ

くりを達成するために、市民本意の行政の実践を進めていけるような職員を育成

することを目的に人材育成基本方針の改定を行っております。 

 新たな人材育成基本方針では、目指すべき職員像を、新しい尾鷲を市民ととも

につくっていく情熱を持った職員とし、使命と情熱、前例踏襲から新たな価値の

創造、改善とか改革、そして、スピードとタイミングなど１０項目の基本姿勢を

掲げ、職員が果たすべき役割と求められる能力を修得すべく、さまざまな研修に

取り組んでおります。 

 この研修内容、予算額も含めて、こういうもの等につきましては、後ほど総務

課長より説明いたします。 

 最後に、中部電力の件でございます。 

 次に、尾鷲三田火力発電所の１号機、３号機の廃止に伴う本市の今後のまちづ

くり対応につきましては、中部電力が構内の利活用に関しあらゆる可能性を検討

している中の一つとしての提案でございますエネルギー地産地消、これを中心と

した地域活性化策を検討していることから、産業振興あるいは雇用対策、そして、

集客交流、こういうことなど、本市の将来のためによりよい事業を組み立ててい

くことが最善と考えております。 

 検討プロセスにつきましては、議員御指摘のとおり、市民の皆様から幅広い御
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意見、御提案をいただき、商工会議所などの関係団体や議会とも協議しながら、

フィードバックするような進め方を考えております。 

 以上、御回答申し上げます。 

議長（南靖久議員） 教育長。 

教育長（二村直司君） それでは、私のほうから、幼稚園の保育事業について説明さ

せていただきます。 

 本市では、尾鷲幼稚園と三木幼稚園の２園を運営しております。議員が御指摘

されておりますように、現在、尾鷲の幼稚園では２年保育、それから、三木幼稚

園では３年保育という形で実施させていただいております。両園、ともにもとも

と２年保育の体制で運営しておりました。ところが、三木幼稚園において園児数

が減少し、平成１５年から２年間休園した、そういう経過がございます。ちなみ

に、そのころ、平成１８年の３月には宮ノ上幼稚園が閉園し、また、平成２２年

の３月には飛鳥幼稚園が廃園といったような経過が並んでございますけれども、

ちょうど三木幼稚園につきましては平成１７年から再開したものの、再び園児数

の減少が起こりました。そのころ、３歳児保育等のニーズもあったり、園児の確

保を図る上で、保育対象年齢を拡大して、北輪内にある幼稚園として平成２４年

度から３年保育というふうにした経緯がございます。 

 三木幼稚園の今後の運営体制につきましては、保護者の皆様と協議を重ねなが

ら検討していきたいなというふうに考えておりますし、また、今後の本市の幼稚

園につきましては、国が２０２０年に幼児教育の完全無償化を実施するというふ

うに打ち出しております。このことを踏まえますと、今後、幼稚園、保育園のあ

り方にかなりの変化が生じてくるものというふうに考えております。こうした社

会情勢の変化、また、保護者のニーズ、そういったことをしっかり踏まえた上で、

尾鷲市における幼稚園の体制について検討させていただきたいなというふうに考

えております。 

議長（南靖久議員） 総務課長。 

総務課長（下村新吾君） 本市の人材育成の取り組みですが、先ほど市長からも御説

明がありましたように、平成２７年に改定した尾鷲市人材育成基本方針にのっと

り職員の人材育成に取り組んでおります。 

 基本方針では、職務階級に応じた求められる能力の向上に向けた研修に参加さ

せています。基本方針では、市民本意の行政の実践に進めていけるような職員を

育てることを目的とし、職員、職場、組織、おのおのの視点に立ち、職員個々の
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資質向上と組織力の強化に向け取り組むものとしています。 

 研修内容につきましては、職務階級別に受ける研修といたしましては、ワンス

テップ、ツーステップ、スリーステップ研修を、係長、課長補佐級については、

リーダー、マネジャー研修を実施し、職場研修においては、新規採用職員基礎研

修からメンタルヘルス、車両運転技能講習、人事評価者研修、普通救命講習を、

また、業務能力向上研修では、給与実務や税務実務を初め、各所属において能力

向上研修の案内を総務課で募集し、受講できる体制をとっております。 

 次に、職員研修の予算額でございますが、平成３０年度当初予算では、職員研

修事業として９２万６,０００円を計上しております。前年度と比較しますと約

２０万ほどの減額となっておりますが、これは、当初予定しておりました交通安

全講習のほうが、安全運転協議会のほうから無償で、講師料がないということで

その分を削減したことと、それと、全体研修の内容について、私も何十年も研修

を受けておりますが、研修内容についても、もっと時代に合った研修を検討すべ

きということで、総務課のほうでいろいろな研修先を、講師を探している状況に

あります。 

議長（南靖久議員） ４番、楠議員。 

４番（楠裕次議員） それでは、ちょっと順番を変えて、先に保育園のほうだけいき

たいと思います。いろいろ園児の減少だとか休園に追い込まれたとかいう話の中

で、大分相当苦労されているのかなとは思うんですけど、やはり保護者の生活実

態とかそういうものを踏まえて、先ほど、今後検討していきたいということなん

ですけど、いずれにしても無償化が始まれば待ったなしになりますので、早目に、

保育園児、幼稚園児になる過程にアンケートをとって、どういう方向でいきたい

のか、そのうちまた国の制度が変わって幼保一体になったり、いろいろあるかも

しれませんけど、やはり子供さんたちを預ける場所がたくさんあるということは、

女性の方は働くチャンスがふえるということで、尾鷲市に来ると子供を預かって

くれるから、仕事があれば引っ越ししたいよねとか、そういうようなつながりの

施策を考えておかないと、単品でやってしまったら、何それと。都会の場合は、

待機児童が多過ぎて困るという逆転現象があるんですけど、いずれにしても、地

方で生き残る、どこかの誰かの偉い人が消滅都市なんていうことを言っています

けど、尾鷲市は消滅はしません。何でかというと、１次産業が残っているからで

す。だから、それだったら、子供たちを預けられるチャンスがたくさんあるとい

うことを肝に銘じて、早目に保護者からのアンケートをとって、どちらでも行け
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る、あるいは自分の働きたい時間帯でどうなんだろうという選択肢をたくさん与

えてあげることが必要じゃないかと思いますので、その辺は教育長として担当す

る方がいらっしゃいますから、しっかりその辺を指示して、早目の対策をしてほ

しいなと。無償化ができたので、さあ、どうしましょうではもう間に合わないと

いうことになりますので、そういうところを行政がしっかりプレゼンして、他市

にも負けないような取り組みを進めていく必要があるんじゃないかなというふう

にも思いますので、早急に、新年度に入ったら、それこそ４月１日からでも結構

ですよ、すぐに始めるような気持ちを持って取り組んでほしいなというふうに思

いますので、４月の後半、連休に入る前にやっていますぐらいの気持ちが出てく

るのかどうか、個人的にお伺いしますのでよろしくお願いしたいと思います。そ

れについて取り組みがどういうふうにあればいいのか、ちょっと、もし参考であ

れば、教育長の考え方をお示しください。 

議長（南靖久議員） 教育長。 

教育長（二村直司君） 実は、本市における幼稚園、保育園の満３歳児から５歳児の

受け入れ状況、それから、地域の実情、保護者の要望、こういうようなことを、

推移を十分考慮して、ちょうど教育ビジョンの後期推進計画が策定され、今議会

でも説明させていただく予定でありますので、それに伴って、いわゆる今後、就

学前の教育を尾鷲市としてどういうふうに積み上げていくのかという、今、楠議

員が御指摘のように、一つのアクションプランを示す必要があるかなというふう

に考えております。 

 確かに、保育制度の成立の過程で、保育の二元化、あるいは幼保一元化、こう

いったことが目まぐるしく動いておる状況の中で、確かに私も選択肢は多いほう

がいいというふうに、これはこう考えております。そういった点で、これからの

このあり方につきましては、幼児教育関係のいろんな諸団体等とも協議、調整し

ながら、より速やかに、いつごろまでにどうというふうなことについては検討は

急がなければいけないなという認識でおりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（南靖久議員） ４番、楠議員。 

４番（楠裕次議員） それでは、今、教育長がおっしゃっていただいたので、ぜひ頑

張って、取り組みが市民に浸透するように頑張っていただければというふうに思

っております。 

 それでは、１項目めに戻りまして、市営住宅そのものは、もう本当に住宅とか

生活に困窮している人を対象につくられた施設でありますから、前回も質問しま
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したけど、建てかえはどうしてもなかなか厳しいと。財源上難しい、補助の対象

にはなるんでしょうけど、現在、人口が減少している中で、新たに建てかえする

んだったら、集約する方法、今、検討されていると思うんですけど、集約して、

今ある市のいわゆる公共財産を普通財産にして処分していくかということも考え

て、やはり市営住宅の管理運営を含めて、やっぱりスリム化することも一つの検

討手段ではないかなというふうに思っております。いずれにしても、耐震を含め

て１２０戸近い建物がもうだめだということであれば、早目にその辺の計画もし

っかり立ててやっておいたほうが、やはり先ほど壇上でも申し上げましたけど、

やはりそのメンテナンスにかかる費用って莫大な費用になるわけです、ふだんか

ら。それを削減するためにはどうするのということ。 

 それから、あと、放置されている家財だとかそういうものも、やはりちょっと、

時間があいたときに課の職員がパトロールしたらあったので、どこかにストック

する、片づけるとか、そういう取り組みも少し、財源上の、委託というよりは、

ふだんあいた時間をうまく活用する方法、私も、現役のときは、草刈りの費用が

予算がとれなくて、春はとれるんだけど秋はとれないというときは、職場の進捗

を確認して、職員に声をかけて一緒に草刈りに行ったという経験も何度もしてお

ります。けがをされるとちょっと怖いところもあるんですけど、いずれにしても、

市長が言っているように、ふだんの職場の態度からして、スーツを着るようにな

ったので、ちょっとまた現場服に着がえて行くのも大変なんでしょうけど、やっ

ぱり、日々、そういう観点からフットワークよく動けば、管理ってそんなに難し

いものじゃないと思いますので、ぜひ職員の方も、少ない人数で大変でしょうけ

ど、場合によっては他の課の応援も頼んで、職員みずから片づけをしていくとな

れば、退去する人も、あっ、汚いままにしてはまずいんだなと、意識改革は住民

にも出てくると思うので、よくその辺は取り組んでいただければなと思いますの

で、コスト削減に向けた取り組みは職員から進んでやってほしいなというふうに

思いますので、これは今後の建設課のフットワークを期待していますので、また

現地を視察させていただきたいなというふうに思っております。これは別に回答

は要りませんので。 

 次に、３項目めの補助金の関係なんですけど、基本的に補助金といっても多種

多様で、市長の答弁でありましたけど、必要に応じて公共的なものについては補

助を出せる規定があります。あったとしても、税金で賄っていますから、一つの

団体とか個人に補助金を出すというのは、よほど審査の考え方をしっかりしない
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と難しいんじゃないかというふうに思いますので、私がガイドラインを示したら

ということですね。統一的な見解を示しておかないと、皆さんの委員会でも出る

んでしょうけど、委員会でということは、個々の意見で出しているわけですね。

統一見解ではないわけですね。まず統一見解をちゃんと示しておいて、その中で

気になるところは皆さんで討議なり議論するということはもう当たり前の話なの

で、そういうところでは、しっかりとガイドライン、指針をもう少し定めて進め

ていったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 

 いずれにしても、補助金は、出した後は基本的な評価も全部しなきゃいけませ

んし、また、相手方も、効率的に運用しなきゃいけない。当然そういう義務を負

うわけですから、その辺は、今後、一つの方法として私がちょっと提案したいの

は、補助金は公開による審査でどうなんですか。庁内でちょっとクラウド的に曇

った雲の中でごちゃごちゃやっているよりは、補助金の交付は、補助金の交付対

象、金額の差もあるんでしょうけど、ある一定規模については公開でやったらど

うなんでしょうかね。この取り組みをやったら、ナンバーワンじゃなくて、日本

でオンリーワンになりますよ。それこそお客さんが見に来て、何をやっているん

ですかというぐらいの、視察に来るぐらいの気持ちをやったほうがいいんじゃな

いかと思います。 

 いずれにしても、この点についてはさまざまな問題が出てきますので、しっか

りと、補助金の適正化法というのが、国会議員がいろいろ変なものに使ったりし

て法律ができておりますけど、それも実際には地方公共団体も準拠しなきゃいけ

ないということになっていますから、しっかりと運営をしてほしいなというふう

に思います。 

 そこで、今回質疑でもあったんですけど、せっかく代表監査の方がいらっしゃ

いますので、今回の事案について何か気になるところがありましたら、何か一言

お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（南靖久議員） 代表監査。 

監査委員（千種伯行君） 補助金等のことについては、財政援助等の決定は、法令等

に適合しているかどうかという観点から交付目的及び補助金等対象事業の内容は

明確か、また、公益上必要性は十分かというような点を考慮して、議選委員と協

議していろんなことを監査委員として決めていっております。 

 以上です。 

議長（南靖久議員） ４番、楠議員。 
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４番（楠裕次議員） 基本的に、補助金の定義は、公益上必要であるかどうかという

ところがポイントになるわけですけど、以前にも、尾鷲節のときにも言ったんで

すけど、これが自由裁量行為じゃないので、客観的に公益上必要かどうか、それ

から、あと、制度上ちゃんと裏づけがあるかどうか。当然アカウンタビリティー

が出てきますから、その点を踏まえて、やはり、私たちもそうですけど、議会も

そうですけど、公益的に本当に大丈夫なのかどうかというのをしっかり制度設計、

制度をちゃんとつくってやっておかないと、これ、住民監査請求が出たら、第１

ラウンドで、１秒でノックダウンになっちゃうんですよね。ここが一番怖いとこ

ろなんですよ。それが皆さんの執行部のほうから提案されました。議会が認めま

した。これ、市長の責任じゃないんですよ、逆に言うと。議会が認めたんでしょ

うとなっちゃうんですよ。だから、ここで私がしつこくどうなんですかというこ

とは、市長の自由裁量行為でもないし、私たちでもないから、それは、客観的に

見て公益上大丈夫なんですよという位置づけがちゃんとないと、対抗要件は何も

ないんですよね。 

 弁護士さんにも相談されたという話なんですけど、弁護士さんは勝つか負ける

かの勝負で、負けても勝っても関係ないんですよね。かかった費用をもらうだけ

ですから、もともと。だから、よく契約書でも協定書でも裁判になる事例があり

ますよね。判こを押しているのに何で裁判になるんだという疑問もたくさんある

と思うんですけど、裁判になったら、ただの紙なんですよね。証拠書類だけなん

ですよ。書面第何号とかそういうことを書いておしまいなんですよ。そこで、言

った、言わないとかが始まるので。 

 だから、こういうことについては、やはり市民の皆さんが納得するような補助

金の出し方をしておかないと後で皆さんが困りますので、私たちも困るので、何

とかしなきゃいけないでしょうということで、きょう数えて何日かまだあります

ので、よくその辺は執行部の皆さんも検討して、今後の予算も含めてどうするの

かを考えていただければなというふうに思います。これについても再質の中では

返答は要りませんので、よく肝に銘じて考えていただければなというふうに思い

ます。 

 次に、第４項の質問なんですけど、人材育成、これは、先ほど総務課長からも

説明がありましたけど、９２万円が前年度で２０万減していると。先ほども言い

ましたけど、人材育成というのは大切なんですね。これは、専門家の方に来てい

ただいて講演してもらうというというのも必要なんですけど、人材育成に金を使
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わないところは、民間でもどこもそうですけど、もう先はないんですよね。やは

り、投資をすることによってその会社のためにやってくれる、あるいは職員も市

のためにやってくれるというのはどこにもあって、投資しないために優秀な人材

が外に逃げてしまう。極端な言い方をすれば、いい人材を中国だとかアメリカだ

とか、給料の話ではないんですけど、逃げてしまうということは、人材を育成し

ていないという証拠なんですね。そういうところを含めて、今後も、人材育成で

９２万じゃちょっとかわいそうなので、もっと外の空気を吸っていろいろ勉強し

てもらう方法もあるのかなと。 

 というのは、ちょっと余り言いたくないんですけど、年末からことしにかけて、

皆さんの執行部のほうは、市長を含めて相当苦労されている。それは何かという

と、議論の中身はできていないということですよね。だから、ちょっとおかしい

ことがあったら、管理職の皆さんも、市長、それ、おかしいですよと、法律はこ

うなっていますよ、運用規準はこうなっていますよということを議論できるもの

がないと、そこで何が必要かといったら、外の空気を吸ってきた、あるいは研修

を受けて、研修が１００％とは言いませんけど、いかに知識を執行部の会議の中

で言えるかどうかなんですよ。そういう人材育成をしておかないと、ディベート

なんかということがありますけど、それは相手を負かすための一つの手法でもあ

るんですけど、そういうことではなくて、やはりしっかりと議論できるような研

修を受けてほしいなと。 

 私も、当時の建設大学校とかへ行ったときに、やはり管理職の研修じゃなくて

中堅職員の推薦が、市長だとか、大きいところはたくさんありますから、部長級

の推薦とか、結構優秀な方が来られているんですよ。戻ると、もう必ず役職がつ

くような。ですから、その研修の中で高度な議論ができる。そこでどんどん吸収

してくる。そういうことも一つ方法として。そのときに皆さんが何をするかとい

うと、仮に１カ月の泊まり込みの研修へ行ったら、１カ月間は職員がいないわけ

ですよね。そこでやるのは、そこに残った方がその仕事をこなせるぐらいの技量

を身につけなきゃいけない。それはふだんの研修でも教わってくればできるはず

なので、その辺をしっかり予算をうまく配当して人材育成をしてほしいなという

ふうに思います。 

 私も尾鷲市の職員の皆さんにもたまに言うんですけど、楽する仕事を考えろと。

手抜きじゃないんですよ。きょうなすべき仕事は、あしたまでできないんだった

ら、きょうは８時半から仕事が始まったら、定型業務は別にしても、いろいろ企
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画、検討なんかをする仕事であれば、１０時ぐらいに終わらせればいいんですよ。

そのぐらいの気持ちで仕事をすれば、あとの時間って、あした、あさってのこと

をずっと考えられるんですよね。あしたはこれをしようとか、今課題があるから、

これ、課題を整理しようかとか。そういう気持ちで本当に取り組んでほしいなと

いうふうに思いますので、市長、その辺については、第三セクターにおられたの

で、ちょっと思うところがあったら、気持ちをお答えいただければと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 楠議員のおっしゃる人材育成につきましては、私も、従来から

ずっとこういうことも担当しておりましたので、この重要性ということは非常に

よくわかります。さっきおっしゃっていた仕事のやり方云々についても、非常に

私自身は納得しております。 

 さっきのお話の中で、やはり知識を身につけるということ、これが基本だと思

っております。知識を身につけないと議論はできません。私も、就任から８カ月

近くになろうと思っているんですけれども、まず知識を身につけるだけで最大の

時間を結構使っているんですね。要するに、行政と民間では全然違いますから。

言葉も違いますし、いろんな呼称すら違っている。まず、やはり、それは、要す

るに、議論する場に立てるぐらいのやっぱり知識がなければならないと私自身は

思っております。ですから、職員もやっぱり同じだと思います。だから、知識を

身につけるためにどうするのかというようなことになろうかと思っております。

そのための研修という基本的な考え方があるわけなんですけれども、それをどう

いうふうにして人材を育成するために幅広く経験させるのかということも必要だ

と思いますので。 

 いずれにしろ、先ほどの楠議員の人材育成に対する思いというのは、私も、昔

の、こういうことをやった、ああいうことをやったなという、思い浮かべながら、

どうやって育成するのか、この話は非常に大きな話だと思いますので、十分そう

いうことを念頭に置きながら、いろいろ人材育成についてのいろんなハウ・ツー

をいろいろ考えてまいりたいと思っております。ありがとうございます。 

議長（南靖久議員） ４番、楠議員。 

４番（楠裕次議員） 市長の前向きな言葉をいただいたので、安心していいのかどう

か、これからまた期待したいなと思いますけど、いずれにしても、研修を受けた

ことによって本来の業務のリスクマネジメントもしっかりできる、それから、も

う一つは、一番私はちょっと今の現状を見ると怖いのは、クライシスマネジメン
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ト、危機管理が本当にできているのかどうかというところもありますので、ぜひ

研修で、今のところ研修でしかないので、あとは、家族で出かけたとき、何か気

になったら、ちょっとそういうところを見てみるとか、そういうところをちょっ

と意識してやっていただきたいと思います。いずれにしてもリスクマネジメント

ができていないと、研修だけじゃ済まないときもありますので、ぜひその辺の取

り組みは、幾らお金がないからとかじゃなくて、あるように取り組んでいくこと

で、基本的に行政管理運営がしっかりいくのかなというふうに思いますので、ぜ

ひ市長のほうからその辺の予算の配分をしていただければなというふうに思って

おりますので、ぜひ予算措置をしていただければと思います。 

 次に、５項目めの尾鷲発電所の件なんですけど、基本的に、いろんな面で、こ

れから公共事業も含めて、民間企業の土地を活用させていただくということには

なりますので、しっかりと市としてどういう将来ビジョンを描くのかがないと、

市長がおっしゃっているように、経済の活性化とかいろんな面での問題点が浮き

彫りになる。浮き彫りになるんだったら、それをどうやって対応するのか。その

辺をしっかり考えた上で、これからの将来の尾鷲市のためのまちづくりをどう考

えるのか、しっかりやっていただければなというふうに思います。 

 いずれにしても、当時の尾鷲バブル、それこそ、飲み屋の方に聞いたんですけ

れども、一晩で３００万もうかった、売り上げがあったというふうなお店もあり

ました。ところが、今、そういうお店はほとんどなくて、閑古鳥が鳴いている。

ネオンもついていない真っ暗なまちを歩かないと次の飲み屋にたどり着かないよ

うな状況にならないためには、やっぱり足元からしっかりプランを練って、そこ

でしっかり議論していく。それが本来のプロジェクトじゃないかと思うんですよ

ね。目的は、何とかしようというのはみんな同じなんですけど、やっぱりプロジ

ェクトで、足元から見るプロジェクトもあってもいいのかなと。今の課題だけじ

ゃなくて、足元からもう一度見直ししてみようと。伊勢湾台風があったり、チリ

津波があった時代はどんな状況だったんだろうと見たときに、そのままであった

ら今の尾鷲市があるのかどうかもわかりませんけど、だけど、当時、県と尾鷲市

は火力発電所を誘致したと。やはりそれは経済のためにという一つの手法をとっ

たわけですね。 

 これはどこでもある話ですけど、やはり、歴史が一つ幕をおろすというのはど

こでもある話で、それは四日市にしろどこにしろ、大きな企業がいろいろ切磋琢

磨しながらでも淘汰されていくところもある。尾鷲市も、今回は火力発電所が一
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つの事例だと思うんですけど、相手方に、一つの事業者に対して協力要請するに

当たっては、やはりビジョンをしっかり描いておかないと、市長がおっしゃって

いる、内を固めてという前に、足元を固めて、それから、内をがつんと固めると。

すると形ができてくるということになると思いますので、ぜひ、地域特性だけの

話じゃなくて、周辺地域、また、尾鷲市全体を含めて、今後のまちづくりをしっ

かり、早く、今のうちに、漫画でもいいですから描いてみる。場合によっては、

ブレーンストーミングで職員の若手の皆さんに討議させてみて、尾鷲市の将来は

どうなんだと、火力発電所がなくなったらどうするんだと。ただ、今のところ、

公共施設としてごみ焼却場をつくる予定はあるよと。それ以外のものは何をする

んだと。 

 バイオにしても、ある一定の出力、発電量があると、正直言って、ここに見え

る木は一瞬のうちになくなります。ほとんどが、今、輸入を始めているんですよ、

燃すものがないから。だから、そういう状況ですから、それも防がなきゃいけな

いから、本当にバイオマスにするにしても、どのぐらいの規模が必要なのかどう

か、そういうのをしっかり勉強していただいて、あるべき姿を描いてもらうとい

うことで、そこには必ず、自前ではもうほとんど難しいですよね。補助金頼りも

余りよくないですけど、使えるものはしっかり使って、しっかり市の経営ができ

るように考えていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ、まだこれから

一部事務組合もできますし、一部事務組合は一つの行政体ですから、その辺を間

違えないようにしておかないと、尾鷲市だよという話じゃないですね。組合とい

う一つの行政体ですから。だから、その辺はしっかり考えて、その前の施設のあ

り方を早目に描いてほしいなと。 

 そのときは、また、ここに１３人いる議員でみんなで一緒に議論しても構わな

いですし、私は、一つの手法としては、言いたい放題のブレーンストーミングで

ベクトルを合わせていく方法が一つあるのかなと。それ以外には、市民のいろん

な意見を聞くとか方法もありますし、制度に乗っかれば、制度上の手続もして、

みんなでその方向に向かうようなまちづくりをすれば、必然的に、人口も減らす

ことなく、住んでみたいなというようなまちになるんじゃないかと私は確信して

おりますので、ぜひ、ここの一般質問の中では言いたいことを言わせていただき

ましたけど、みんなで力を合わせて頑張っていきたいなというふうに思いますの

で、ぜひその辺は今後の市長の運営に期待したいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 
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議長（南靖久議員） 答弁はよろしいですか。 

４番（楠裕次議員） 答弁は要りません。 

議長（南靖久議員） ここで休憩をいたします。再開は１１時５分からといたします。 

〔休憩 午前１０時５２分〕 

〔再開 午前１１時０４分〕 

議長（南靖久議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 次に、１２番、野田拡雄議員。 

〔１２番（野田拡雄議員）登壇〕 

１２番（野田拡雄議員） 通告に従い、平成３０年第１回定例会の一般質問をさせて

いただきます。 

 人口減少が進む中で、いかに好循環で持続可能な地域社会を構築していくか、

我々議員に課せられた責務であると感じております。さて、尾鷲市においては、

これまで動いてこなかった課題、問題が徐々によい方向に動き出してきたと私自

身思っております。それは、中身はこれからとしても、広域ごみ焼却場の建設候

補地の選定、また、尾鷲三田火力発電所の再生可能エネルギーとしての木質バイ

オマス事業への転換、また、これは中部電力からの情報提案ではありますが、尾

鷲の再生の方向性に一歩前に進むべき状況に来ていると思っております。 

 今回の一般質問の内容については、５項目について質問させていただきます。

１点目は、突然の都市計画税の余剰金問題がどうして発生したのか。２点目は、

尾鷲総合病院のリニアック導入についての今後の可否見通し、３点目は、尾鷲総

合病院のＤＰＣ準備病院としての進捗について、４点目は、市長の思い描いてい

る組織機構改革と職場の人材育成をどのように実践していくか、最後に、尾鷲三

田火力発電所の今後の動向について、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 まず１点目は、都市計画税の余剰金の問題です。 

 ことしは大きく前に進む状況だと思っていた矢先に、都市計画税の余剰金問題

が表に出てきました。非常にショッキングな財政資金の取り扱いミスが発生して

おります。財政資金運営上、大きな痛手となる問題だと私自身、認識しておりま

す。一つの重要通知を見逃した、看過したことにより、大きな財政運営上の資金

取り扱い事故問題が発生してしまいました。本来であるならば、このような平成

２２年当時の事案を取り上げたくはありませんが、二度とこのような問題を起こ

さないためにとの思いから質問させていただきます。 

 なぜこのような問題が発生してしまったのか。その当時の各担当課の業務運営
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上、また、組織体制上に大きな問題、課題がはらんでいたのではないかと危惧し

ております。このような重要文書の取り扱いを一担当者に任せていたのか、なぜ

チェックがかからなかったのか、チェックのかからない組織であるならば、人材

育成も到底無理であるのではないかと、相互牽制のかからない組織であったのか

と思わざるを得ないのが私の気持ちであります。そのような体制が、今も職場環

境の中で業務を遂行しているのであれば問題があるのではないかとの観点から、

十分な検証、精査が必要であるとの認識を持ち、質問させていただきます。 

 なぜこのような都市計画税である目的税の取り扱い処理を財政調整基金への組

み入れにしてしまったのか、この財政上の資金取り扱い事故の発生原因等を説明

していただきたいと思います。 

 また、今後、このような事態と同様の類推できる事故を起こさないために、現

場の体制がどのように構築されているのかなど、その再発防止策を含めて説明願

いたいと思います。 

 今回の問題は、財政資金取り扱い事故であり、本来考えられない、あってはな

らない取り扱いであります。今後の財政運営上、どのように遂行していくのか、

あわせて市長のお考えをお示し願いたいと思います。 

 続きまして、２点目は、尾鷲総合病院のリニアック導入予算不計上についてで

あります。一議員として導入支持、後押しの立場をとっておりましたが、今回、

このような不測の事態となり、今年度、リニアック導入の予算が計上できない結

果となりました。今の状態では前に進むことはできず、それどころか、２歩も３

歩も後に下がる状態になったことは、支持してくださった市民の皆様にはまこと

に申しわけないと思っております。私にとっては残念至極です。この場をおかり

しましておわび申し上げます。 

 尾鷲総合病院の医療経営改善に向けて、一議員としてサポートしていきたいと

の立場から、検討、検証すべきとの認識で、何か協力できることがないかと試み

ております。今回の予算計上見送りに関して、市長は、今後、リニアック導入計

画をどのようにお考えになっているのか、事業計画等を踏まえ、導入の必要性、

導入の可否についてどのようにお考えになっているのかをお示し願いたいと思い

ます。 

 私としては、尾鷲総合病院がこの地域になくてはならない病院との思いと、尾

鷲総合病院の将来を何とか堅固な病院であってほしいとの願いから、尾鷲総合病

院のあるべき姿に対して検討してきました。その点について質問させていただき
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ます。 

 尾鷲総合病院を取り巻く環境は、今後、非常に厳しいものがあると認識してお

ります。地域医療環境及び病院の財務内容等を鑑みる中で、病院運営上の問題、

課題を内包しながら、慎重に、かつ大胆に先を見通し、次の一手を打つ体制がこ

れからの尾鷲総合病院に課せられた責務と考えます。市長は、所信表明の中で、

尾鷲総合病院の経営改善について、薬品、材料費の購入については、新年度より、

一括で購入する一括調達方式を導入するとのことであります。それにより、薬品

費で約１,３００万、診療材料費で約１,２００万、合計２,５００万の経費削減

が図られる見込みとのことでした。このようなコスト削減意識と交渉力が、医療

経営改善の効果に導くものと期待しております。今後とも経費削減の見直しを図

っていただきたいと思います。 

 また、その一方で、医療経営は、企業会計を基本に、国の大きな指針のもと、

診療報酬の改定、診療報酬のあり方と毎年改定がなされ、公立病院であろうとも、

時代の大きな流れを十分認識し、進めていかなければなりません。そのような環

境下で、３点目は、尾鷲総合病院のＤＰＣ準備病院とはどのような病院なのか御

説明願いたいと思います。 

 平成２６年度決算報告書を見ますと、本病院は、東紀州地域の二次救急医療施

設、災害拠点病院として地域住民の健康と生命を守り、安心して暮らすことがで

き、かつ信頼される病院を目指し、３６５日、２４時間救急体制を維持するよう

努めてまいります。また、地域のがん治療を担うため医療を提供します。三重県

がん診療連携推進病院としても、拠点病院と連携しながら医療を提携してまいり

ます。さらに、急性期医療を担う病院としてＤＰＣの準備病院を進めております

とありますが、尾鷲総合病院のＤＰＣ準備病院として現在どのような状況にある

のかを御説明願いたいと思います。 

 市民の皆様にはＤＰＣは余り聞きなれない言葉であり、関心が薄いかもしれま

せん。ただし、医療のあり方として国が大きくかじをとってきたＤＰＣ制度であ

ります。私は、急性期病院を標榜している尾鷲総合病院にとっては、ＤＰＣ制度

の導入は必要不可欠であると思います。今後の動向を説明願いたいと思います。 

 また、尾鷲総合病院として、現状、出来高払い方式の医療経営でいくのか、Ｄ

ＰＣ制度を導入しての医療経営を考えているのか、どのようにお考えになってい

るのかをお示し願いたいと思います。 

 ４点目は、今回の市長が推し進めている組織機構改革について御質問させてい
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ただきます。市長として思い描く政策の推進に適した効率的な事務執行体制を整

えるため、常に変化する市民ニーズや社会情勢に的確かつ迅速に対応していくた

めに、また、無駄、むらの徹底排除を図り、限られた財源や人員で、専門化、複

雑化する行政課題への対応のための今回の改革であることは十分評価しており、

大いにやっていただきたいと思っています。ただ、そこで働く職員が、綿密に組

織機構の改革の見直しの必要性を十分認識して、なぜこれが必要かということを

相互理解の上に進んでいかないと、大きな効果、成果が期待、発揮できないので

はないかと思っております。今回の組織機構改革については、市長のこの改革プ

ランに職員の賛同、理解、納得性が必要な気がします。その反応はいかがでしょ

うか、お聞かせ願いたいと思います。 

 また、職員の方と意見交換をする中で、行政施策に失敗は許されないと言われ

たことがあります。例えば、大きく数字が動くような失敗はしてはいけません。

行政施策の場合、考え抜いた結果であったなら、失敗もあり得ると私自身思って

おります。それが次への肥やしのステップだと思います。 

 市長は、職員への人材育成、職員意識の改革も同時に行われていると思います

が、職員の登用の基本的な考え方をお聞かせ願いたいと思います。また、職員の

やる気、職員の尾鷲を思う気持ちをどのように引き出していくかは市長の手腕に

かかってきます。どのような人材を発掘していこうとお考えなのかをお聞かせ願

いたいと思います。 

 最後になりますが、５点目は、尾鷲三田火力発電所の今後の動向であります。 

 去る１月１９日に、２０１８年度尾鷲火力停止と報道されました。２月の２７

日には、中部電力から、２０１８年度中に尾鷲三田火力発電所１号機及び３号機

を廃止すると正式な発表がなされております。平成３０年は大きく変わろうとす

る年であることを物語っております。今後、尾鷲三田火力発電所と尾鷲市はどの

ようなかかわりを持って接していくか、市長の今持っている情報の範囲内で説明

願いたいと思います。 

 私は、ことしは、尾鷲市が前に進む時期に来ていると感じております。いかに

このチャンスを生かしていくかは、尾鷲市行政そのものだと思っております。尾

鷲市行政が、地域住民とともに尾鷲の将来について意見交換をすることはもちろ

んのことでありますが、尾鷲三田火力発電所とのかかわりが今後増してくるであ

ろうことが想定されます。今回の組織機構改革の中でどの部署が管轄になってい

くのかをお示し願いたいと思います。今後、急速に変化するまちになってくると



－１８４－ 

思われますが、おくれをとることなく前向きに対応していただきたいと思ってお

ります。 

 これで壇上からの質問は終わります。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 野田議員の御質問、御意見に対しまして回答させていただきま

す。 

 まず、都市計画税の余剰金についての御質問につきましてお答えいたします。 

 この問題の発生原因につきましては、都市計画税という目的税に対する認識の

甘さ、そして、組織における縦軸だけではなく、横軸である組織間連携のまずさ、

このような重大な結果を招いたものと認識いたしております。 

 今回の都市計画税収の累積余剰金につきましては、都市計画事業にかかわる目

的基金を設置し、財政調整基金から積みかえを行い、そして、このことによって

財政調整基金残高が大幅に減少し、年度間の財源調整機能の低下により、今まで

以上に厳しい財政運営を行っていかなければならないと考えております。主たる

自主財源では市税収入が減少する中で身の丈に合った財政運営を行うためには、

やはり歳出の削減を徹底していかなければならないと考えております。 

 今後、こうした問題が発生しないよう、組織における縦軸と横軸の連携強化を

図るとともに、計画的かつ安定的な財政運営ができるよう、なお一層の無理、無

駄の排除を行ってまいりたいとまず考えております。 

 次に、今後のリニアック導入時期の見通しについてであります。 

 リニアックの更新に当たっては、企業債の借り入れにより導入することになり

ますが、国が示す公営企業会計への繰り出し規準におきましては、その公営企業

の性質上、能率的な経営を行っても、なおその経営に伴う収入のみをもって充て

ることが客観的に困難であると認められた経費として元利償還金の２分の１を一

般会計から繰り出すこととしております。 

 また、高度な医療で病院単独では採算をとることが困難であっても、公立病院

として地域住民にとって必要な医療を提供するための経費については一般会計が

負担することとされております。リニアックの更新を行った場合は、元利償還が

始まる事業実施の翌年度以降に繰り出し規準に基づく経費を一般会計で負担する

ことになるため、市全体予算のバランスあるいは整合性を総合的に検討し、慎重

に判断をしていかなければならない、このように考えております。 
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 先ほど、リニアックの更新の件につきまして野田議員がおわび申し上げますと

おっしゃっていましたけど、私のほうこそおわび申し上げます。 

 次に、ＤＰＣ制度とＤＰＣ準備病院についてであります。 

 ＤＰＣ制度につきましては、従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する出来

高払い方式、これとは異なり、入院期間中に治療した疾患の中で最も医療資源を

投入した一疾患のみに厚生労働省が定めた１日当たりの定額の点数から成る包括

評価部分と、従来どおりの出来高評価部分を組み合わせて計算する方式でありま

す。 

 尾鷲総合病院におきましては、現在、ＤＰＣ対象病院の参加資格を得るための

準備病院であり、診療報酬請求は通常の出来高払い方式で行い、ＤＰＣ準備病院

の規準の一つである入退院診療データ及び外来診療データを厚生労働省へ提出し

ている状況であります。 

 現在、ＤＰＣ対象病院の規準である１０対１入院基本料、これの届け出を行っ

ており、この施設規準である平均在院日数が２１日以内、そして、看護職員の月

平均夜勤時間７２時間以内等につきましては、平成２６年度以降、平均在院日数

が２０日を超える月や看護職員の月平均夜勤時間７２時間以内が満たせない月が

何度かある状況でありました。また、平成２８年度の尾鷲総合病院が行った診療

報酬請求とＤＰＣデータとの比較では、必ずしもＤＰＣで請求した場合が増収と

なる結果ではありませんでした。 

 なお、平成３０年１月現在では、入退院の調整や看護職員の配置調整などの取

り組みにより改善傾向となり、平均在院日数１８.２日、看護職員の月平均夜勤

時間６９.８時間と安定した状況となっていることから、引き続きＤＰＣ対象病

院の規準である１０対１入院基本料の規準を十分クリアできるのかを慎重に見き

わめてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、新組織機構改革と人材育成についてであります。 

 まず、私の思い描く組織機構改革は、こういう厳しい財政状況の中にあって、

人員の削減や業務の効率化による歳出削減を徹底的に行いたいと思っております。

そのためにも市政改革担当を新たに設け、現在実施しているさまざまな施策の見

直しを図り、限られた財源や人員で、専門化、複雑化する行政課題へ対応してま

いります。また、脆弱であった本市の情報発信力を強化するため、尾鷲魅力発信

担当を設置し、地域資源を活用した本市の魅力を市外に発信してまいりたいと思

っております。この二つの担当を設置することにより、職員には、私のやる気と
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思いを伝え、毎月の朝礼においても若手職員を前列に配置し、私の思いを述べて

おります。 

 市長就任後８カ月を迎えようとしておりますが、職員との対話も進み、指示事

項の対応も迅速となっていることから、職員との距離感も縮まり、私のやる気、

思いも伝わっているものと感じております。 

 次に、職員の登用についてでありますが、公正かつ客観的な人事評価により、

能力、実績主義に基づく人事管理の徹底、公務能率の向上を推進することが、市

民に一層信頼される行政を進める上で重要であると考えております。 

 次に、職員の尾鷲を思う気持ちをどのように引き出していくのかとの御指摘に

ついてでございますが、本市に採用された職員は、皆、採用試験時の面接におい

て、尾鷲の役に立ちたい、尾鷲を発展させたい、尾鷲を明るくしたいなど熱い思

いを語ってくれています。私は、この初心を忘れることなく日々の業務に取り組

んでもらいたいと思っております。 

 若い職員が先輩職員から仕事を引き継がれる際には、公務に関する仕事やスキ

ル、職場での経験や勘に基づいた蓄積された暗黙知、公務員としての心構えなど

も一緒に引き継がれるものと思っております。こういったことから、職員には、

人材育成においてコミュニケーションが重要であると常々説いており、納得しな

い案件があれば、納得しない理由をお互いにコミュニケートすることが必要であ

ると考えております。 

 各所属長や係長には、私の考えを直接指示、伝達し、意思の疎通を図っており

ますが、全ての職員との対話はなかなか機会が得られないことから、会議や打ち

合わせのわずかな時間を利用して若い職員との対話に努め、私の尾鷲を思う気持

ちを伝えながらともに本市の発展に邁進しております。 

 最後に、今後の中部電力とのかかわりについてであります。 

 尾鷲三田火力発電所の１号機、３号機の廃止決定は、非常に残念ではあります

が、真摯に受けとめなければならないと、このように考えております。今後の事

業展開や関連施設の整備につきましては、発電所構内の一部を広域ごみ処理施設

の建設候補予定地としているところであります。そういった中で、中部電力から

は、構内の利活用に関してあらゆる可能性を踏まえた提案の中の一つとして、エ

ネルギー地産地消を中心とした地域活性化策を検討しているとの情報もいただい

ております。 

 このようなことから、本市におきましては、将来のためにあらゆる可能性を踏
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まえ、中部電力側との協議に入ってまいりたいと考えております。 

 以上、御回答申し上げます。 

議長（南靖久議員） １２番、野田議員。 

１２番（野田拡雄議員） 私、最初にちょっと訂正させていただきますけれども、私、

おわびしたのは、市民の皆様の支持してくださった方に対してですので、そうい

うことでさせていただきましたもので。済みません。 

 それと、都市計画税の余剰金問題については、ちょっと本当にあっけにとられ

るような問題で、本当にその当時というか、今、その体制が、各課においてそう

いうコミュニケーションのない、放置した、人材を育てるんじゃなくて放置した

環境の中でやられているというような気がしましたものですから、あえてこの問

題を取り上げさせてもらいました。今後、私は、職員の方、期待していますので、

本当に尾鷲をよくしていきたいという気持ちで、こんな、あってはならないよう

なことが二度とないように、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 これについては以上です。 

 そして、ＤＰＣについては、私も２病院ぐらいを調査、ヒアリングしてきてお

ります。２６年の４月から、ＤＰＣ、ダイアグノーシス・プロシージャ・コンビ

ネーションという一つのそういう診療報酬の中の制度を２６年４月に準備病院と

して進めていますという状態の中で、２７年、２８年の決算報告書にもそういう

言葉も出てこない状態だったんです。それを病院のほうに確認というか、どうい

う状態ですかということで、まだまだ進まない状態。何を言いたいかというと、

厚生省がこういうものを平成１３年ごろからずっと、医療費の削減ということで

大きな体制の流れの中にある中で、全然そういうものが出来高払いの、それで確

認をとったら、準備病院はいろんなデータを報告はしているけれども、その体制

になっていないと。私は、体制に、今言った、いろんな、看護師さんの２７時間

体制とかそういう部分で、多少の、うまいこといかないときもあったかもわかり

ません。ただし、それを考えてこそ病院運営をやっていくのが本来の医療経営じ

ゃないんですか。それを、今も言ったように、そういうできなかったという結論

だけで、何も、そうしたら、２６年からこの３年、４年、何しておったんやとい

うことになってくるんじゃないのかなということを感じております。 

 ＤＰＣのメリットというのはあると思うんですけれども、メリットとデメリッ

トというのは。市長、それ、どうですか。 

議長（南靖久議員） 市長。 
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市長（加藤千速君） お答え申し上げます。 

 このＤＰＣ制度につきましては、私もこの７月に就任して以来、初めて聞く名

前でございまして、どういうものなのかということについてもまずレクチャーを

受けながら、今後、これの対象病院としていくためにはどういうことが必要なの

かということも毎月毎月の病院の管理者会議でいろいろ議論をしておるところで

ございます。 

 先ほどのお話の中で、まずＤＰＣ対象病院の規準ということを私申し上げまし

たけれども、１０対１の入院基本料、これが、今、看護師の要するに雇用という

ことが非常に難しい状態にあるという話と、それから、さっき申し上げましたよ

うに、平均在院日数、看護員の月平均夜勤時間、こういった規制の中で、正直申

しまして、それに満たない状況が続いた。そういう状況の中で、皆それぞれ、病

院の職員、看護師を含めていろいろと検証をして実施している中で、やっと、先

ほど申しましたように、３０年の１月で、とりあえず在院日数と、それから、看

護員の月平均夜勤時間がそれ以内になった。あとは１０対１の看護師、要するに、

患者１０に対して看護師１、この体制をどう持っていくかということが大きな、

（聴取不能）の中で今対応を急いでいるところでございます。 

 こういう状況の中で、ＤＰＣの参加病院におけるメリット、デメリット、これ

についてお答え申し上げたいと思っております。 

 ＤＰＣ制度に参加した際の収益面、これにつきましては、ＤＰＣ制度は、最も

医療資源を投入した傷病により診療費が決定されることとなっております。そし

て、最も医療資源を投入した傷病名を精査、分析することや、入院前に検査を外

来で行うなどの対応によって増収も見込めるのではないかと考えております。た

だし、先ほども申しましたように、看護師の人員不足により１０対１入院基本料

の規準が満たせなくなった場合には、ＤＰＣ制度から退出しなければならない、

こういうルールになっております。 

 そういった中で、現在、県内の急性期医療を取り扱う公立病院におきましては、

当院のみがＤＰＣ制度への参加を行っておらず、また、他病院から当院に異動で

着任した若い医師、彼らがＤＰＣ制度での請求方法になれていることから、出来

高払い方式による請求に苦慮しているといった状況が見受けられております。 

 ＤＰＣ制度の参加は２年に一度、診療報酬改定の６カ月前までに参加にかかわ

る届け出を提出する必要があり、その提出期限から１年間さかのぼったデータが

ＤＰＣの参加時の係数となります。こういった中で、平成３２年度にＤＰＣ制度
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に参加する場合は、３０年度より規準を満たした、参加できるよう、病院内の多

職種で構成される委員会において、施設規準の見直しや出来高払い方式とは異な

るＤＰＣ制度の点数算定方法に見合う仕組みの検討を行い、準備をしておく必要

があると思います。これは、３２年にＤＰＣに参加する場合には、先ほども言い

ました、半年を除いた３０年の、ことしの１０月から３１年の９月まで、このデ

ータでもって届け出ができるかできないか、これを目指してやろうと考えていま

す。 

 また、他の病院の状況等につきましては、以前より、複数の同規模のＤＰＣ参

加病院より、参加前や参加後の対応について現在情報共有を行っているところで

ございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

議長（南靖久議員） １２番、野田議員。 

１２番（野田拡雄議員） 私、なぜこういう問題を取り上げるかといいますと、医療

経営というか、病院の財務内容が悪いとか……。 

議長（南靖久議員） 野田議員、ちょっと、中央でお願いします。 

１２番（野田拡雄議員） ごめんなさいね。 

 病院の財務内容とか医療経営の部分について、いろんな議論をされる中でなか

なか改善がされない。これが一つの医療収入という言い方はおかしいけれども、

医療機関の病院でも非常にメリットがあるわけですね。先ほどデメリットも話さ

れていましたけれども、メリットがある中で、先ほど看護師さんの人数の話をし

ていましたけれども、あれは３カ月平均した分ですので、１カ月が悪かったらだ

めだというものでもないわけですよ。そこにおいて医療関係者がディスカッショ

ンしながらどういうふうにして対応を立てるか、そういうことの議論が大事なこ

とであって、私も、病院を見てきまして、一つそういうときがあったけれども、

いろんな病院の中で対策、対応を考えて、お医者さんにも協力を受け、看護師さ

んにも協力を受けて、そういうものはクリアしていきましたと。そして、今現状

においては、規準というものは尾鷲総合病院はクリアしているわけなんですよ。

クリアしているわけなんです。それで、そういう一つの、今言った医療機関のメ

リットというものは、医療費の質を評価しやすい、包括的にやって評価しやすい。

それで、より効率的な治療をする。要は、コーディングというか、いろんな番号

によって、この方はどのような病気になって何が悪いのか、包括的にその病気を

集中的にやりながら診療報酬を図っていくという形ですので、今、そして、いろ
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んな研究レポートの中でも、退院日数が短くなるかどうこうというのは、全然そ

ういう話はありませんし、メリットのほうばっかりなんです、言うなれば。それ

をただ導入したらいいという問題じゃなく、そこでどのように病院を経営してい

くかという部分が入ってこないと、何も、絵に描いた餅になるわけですよ。そこ

においては自分たちの病院をどのように守っていくんやということのコミュニケ

ーションが図られるわけです。 

 それは、組織、今回も組織の話をしますけど、組織であってもそうです。やる

気がある、そういう者を発掘するというか、自分らでそういうムードをつくり出

してこないと、この尾鷲はもうだめになってしまうと僕は思ってしまうんです。

そういう意味から、病院の先生どうこうというんじゃなくて、病院の事務方の体

制も、やっぱり５年先、１０年先を見る体制というものを十分考えていないと、

今自分がここで給料もらって生活したらええというような感覚はないと思います

けれども、それでは次の世代にはバトンタッチできない、そんな状態でおります。 

 そして、いろんなＤＰＣのデータがあります。ＤＰＣを入れないときはマイナ

スです。マイナス２.９から、平成２８年２.９、これはある病院のデータです。

そして、ＤＰＣ、医療機関別係数というものがあるんです。そんな詳しいことを

言っても始まりませんので、そういうもので計算すると７.７の診療報酬が上が

るというデータがあります。要は、インセンティブって、先に何でもやるという

体制をとっておかないと、後手後手になると、もう何も、要はかすをつかむじゃ

ないですけれども、メリット性というのは出てこないということを僕は言いたい

わけですよ。 

 そういうことも含めて、このリニアック導入にしても、今、市長がおっしゃっ

たように、繰出金という部分があって、財政のもとがしっかりしていかんと動か

ない、できないということは十分わかっています。わかっていますけれども、僕

もそれはそうです。そうやで、僕も謝罪じゃないですけど、おわびをした状態で

す。ただし、それだけじゃなくて、もとの部分を改革していく、よくしていくと

いう気持ちがなければ、どれだけ金を突っ込んでも意味ないんですよ。僕は、そ

ういう意味で、この１年間だったら１年間の部分でやっていくという、やっぱり

専門的な知識も僕は持っていません。議員ですから持っていません。持っていま

せんけれども、何かしていくということをみんなが共有しないと、もうそういう

部分で、一病院の総合病院ですけれども、うまいこと成り立っていかないのかな

と。こんなこと、マイナスの話ばっかりしても意味ありませんので。それで、こ
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ういうリニアック導入にしても、状態をつくり上げていけるような体制にしてい

ただきたいなと。そのためにはこういうことも考える余地が十分あるよと。 

 それで、この三重県下で尾鷲総合病院だけ入っていません。公立の町立病院は

別としまして、入っていません。これについても、僕はヒアリングの中でこんな

ことを聞いたんですわ。これはあるところの病院に勤務していた医師が、これか

らは、これは平成１８年ごろの話です、ＤＰＣ制度を導入しないと急性期病院と

しては生き残れない。医療経営ができない、国から見捨てられるという重い危機

感を感じ取ったらしく、そこの病院院長はＤＰＣ制度を導入し、事務方まで研修

をして導入したというようないきさつがあります。なぜ尾鷲総合病院だけ入れて

いないのかという、逆に質問されました。そのような状態ですので、この病院だ

けに限らず、やっぱり先を見て物事を判断していかないと、どんどん取り残され

て、自分らのまちやって愛していると言っても、やっぱりそういう地域というか、

核になる尾鷲市がやっぱりそういう意識が、レベルを上げていくという部分が必

要じゃないかというふうに思っています。この点については終わりますけれども、

市長、答弁お願いします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（加藤千速君） ＤＰＣの件につきましては、私も、正直申しまして、野田議員

がおっしゃるようなことだと思います。基本的には、やはり発展するがための一

つの手法というのは前向きに進んで、ここはやっぱりベースになるところです、

病院経営の中で。そういうものの中で、このＤＰＣ制度について、本当に前向き

に考えていかなきゃならないと思っております。正直申しまして、今度は３０年

度じゃなくて３２年度の分じゃないとちょっと無理でございますので、これから

のデータをきちんとつくりながら前向きにＤＰＣ参加病院として参画したいと。 

 おっしゃるように、もう一つについては、要するに、ＤＰＣに参画している病

院の中で、ほとんどの三重県は全院やって、尾鷲総合病院以外全て参画している

という認識は持っております。さっきの中で経営改革、経営改善ということをお

っしゃっていただきましたんですけれども、正直言って、やっと病院全体、要す

るに職員から看護師全て、やっぱり経営改善に対するそういうモチベーションが

非常に高まってきました。これはいい機会だと思っております。いろんな形の中

で病院の経営改善、経営改革というものにつきまして前向きに進めていきたいと。

一方、お医者さんなんですけれども、医師についても、医師の方から何度も何度

もいろんなお話を聞くわけなんですけれども、医者というのは医療技術だけじゃ
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ないと。これも大事なんだけれども、これは医者としてこれから医療経営をベー

スにした要するに診療をやっていかなきゃならない、そういうお話も聞いており

ますので、今後、やはり、今、尾鷲総合病院の全体的に盛り上がった状況にあり

ますので、さらなる経営改善、経営改革というものをやっていきながら頑張って

まいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

議長（南靖久議員） １２番、野田議員。 

１２番（野田拡雄議員） ひとつよろしくお願いします。そして、医療の病棟につい

ても、平成２９年、この３月で、本来、療養病床５６床ありますけれども、そう

いうのも本来変更していくようなことがこの三重県地域医療構想の中に入ってい

ます。それで、病棟については事務長のほうも研究、検討していただいていると

思いますので、そういう部分も含めて、療養病棟では１万５,０００点の医療点

数しかないけれども、回復期とかそういうのになると３万点の点数になる。そう

いう部分も含めて、この２年間しか猶予はありませんので、そこら辺の改革もひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、先ほどのＤＰＣの話になりますけれども、この地域医療構想の中に、

要はＤＰＣのデータをもとに全てが動いています。一応出しているんでしょうけ

れども、このデータに基づいて病院の経営改革、どのようにして経営をやってい

くか。ここら辺に余分な薬は投入されていないか。要は、医薬品とか材料費の減

額という市長のほうのお話がありました。約２,５００万の減額。それだけでは

もう頭打ちになるわけです。中身の医療の中を分析し、やっていかないと、本当

に無駄なことをやっていないかとか、そういう部分に入ってくるのが今の医療経

営になっていると思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、人材育成という部分で、私も非常に、やっぱり議員になりましたもの

ですから、一緒に、やっぱり市役所の職員の方と一緒にやっていきたいという気

持ちは十分持っています。その中で、やはり保身じゃないですけれども、自分を

守るようなことであってはならんと思っています。やっぱり前向きにやっていっ

てほしいと、そういう気持ちでおりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

 一つ、ちょっと自分、埼玉県のある中小企業のお菓子製造会社の話があります。

従業員が約２２０名です。ここでいろんな、１年間、毎年やっておるらしい。働

く従業員の活性化を促すためということで、どういうことをやっているか。ここ

の２２０人の従業員の中、これは社長も含めてです。これは市長はそういう経営
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のトップでいた人ですからこんな話は釈迦に説法ですけれども、こういう部分が

ありまして、要は、従業員の活性化を促すために１人１研究ということでやって

います。社員、役員を含む全ての社員が一つの課題を１年間研究し、発表すると

いうことなんです。その中で、どういう職員というか社員の評価が出てきたかと

いいますと、一番社員の中で気に入られておるというか、評価される人間は、提

案し、実行し、成功した人。２番目は、先ほども話しましたけれども、提案し、

実行し、失敗した人。要は、チャレンジ精神を持たないと、それはチャレンジ精

神というのも、自分１人のチャレンジではだめです。やっぱりそこのコミュニケ

ーション、意見交換をしながらチームで出発するという気持ちを持たないと成り

立っていきません。それで３番目は、上司から言われて実行し、成功した人。４

番目は、上司から言われて実行し、失敗した人。５番目は、提案も実行もせず批

判だけを言う人と、こういう順番になっています。 

 私はこれを見て、失敗とは言いませんけれども、よりよく頑張ってくれという

ことを、エールなんですよ、失敗するとかそんなことを考えんでも前へ進んでく

れよというのが私の議員になった一つのポリシーですし、そういう部分も共有し

たいということでこの話をさせていただきます。 

 それと、時間はまだありますけれども、三田火力発電所の今後の動向について

市長のほうから話をいただきました。私は、いろいろ、市民の方は意見はあると

思います。ただし、尾鷲をやっぱりよりよいまちにしようとしたら、まず、市長

も同じ考えだと思います、やっぱり産業というか、ある程度雇用ができるまちに

していかないと、まちに潤い、幸せ、やりがい、楽しさ、そういうものが社会基

盤としてもできてきません。そういう部分も含めて、今、私はこの３０年から、

いろんなプロジェクトもありますけれども、このところに、火力については注視

したい。よりよい尾鷲をつくる一つのやり方ということを、そこら辺は共有しな

がら、林業、漁業、水産業、陸上栽培もあります。陸上栽培というのは、植物の

そういう栽培もあります。いろんな形で展開できる話になってくると思いますの

で、そこら辺は職員の方も、ただのこれまでの林業とか農業とか漁業とかという

ところから超えた部分で、新しいものを自分なりに勉強しながら意見交換してい

くという体制です。組織の体制です。幾らいろんな、潜在的に、ポテンシャル的

には能力があっても、やっぱり意見交換のできない職員ではどうにもなりません。

もっとそういう、課長クラスの方がここに全部います。もっと引き出すように、

否定をせず、いろんな考え方をすることによって楽しい尾鷲につくり上げていく
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ことはできるんじゃないかと、僕はそういう信念でおります。 

 そういう部分も含めてひとつよろしくお願いしたいということと、あと、国の

ほうの政策も、総合戦略、安倍さんが言われておる地方版総合戦略の中に、地方

公共団体が自主的に主体的に行う先導的な取り組み、そういうものに対して支援

しますよということをうたわれています。要は、地方が、そこに住んでいる人が、

市役所の職員の方が、そういう考え方を持たず、地域の核にならんと、核になっ

て頑張らないと国も応援しませんよ、支援しませんよということなんです。それ

は国とも対応できる理論武装をしないといけません。聞くばかりでは能ないです。

理論武装して、いっそのことディスカッションになるでしょうけど、それだけ自

信を持った職員につくり上げていかんと、このまちはもたないということを言っ

ているんです。 

 それと、また、企業にとっては、大企業を中心にしてですけれども、ＣＳＲ、

企業の社会的貢献、社会的責任というものが十分うたわれています。私はそれに

自慢してどうやというつもりはさらさらないです。ただし、これまでの企業とい

う関係の共存共栄から、新しい地域をつくり出す企業とともに歩むという部分も、

また十分大事な部分だと思います。地域住民の人が一番大事ですよ。ただし、そ

ういう一つの柱となってこの地域をよくしていくというものも大事なことだと思

いますので、そういう意味で、これまでのそういう中部電力さんとの話し合いと

いうのはどういうような形になっていったかわかりません、私は。わからない。

ただ、仕事の利益を追求だけじゃなくて、中電さんのほうも、地域に根づいた、

地域を何とか一緒にともに歩みたいという考えを十分持っていると思います。で

すから、そういう部分を真剣にやらなんだら、企業であっても、何やあいつはと

いうか、あそこの組織はというふうに思われます。これは国に対しても一緒です。

そういう部分で、げきを飛ばすわけじゃないですけれども、本当に考えていくべ

き時期に来ておる。私はもうそういう気持ちで、まことに申しわけないんですけ

れども、こういうことを提案させていただくというか、思いですね。具体的には

これは今後のことになります。ただし、一般のベースになる考え方がしっかり共

有されていないとまちはよくなっていきません。そういう感じできょうはこうい

う話をさせていただきました。 

 ＤＰＣ、こういうのも、これは診療報酬の改定と同時に行われます、先ほど市

長から話がありましたけれども。今度は３２年です。その６カ月前に提出しない

といけません。言われたとおりなんです。そこに間に合うようにやっぱり知恵を
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絞り、頑張っていただきたいというのは私の気持ちです。 

 私のほうは以上です。市長、ひとつ最後に答弁をお願いします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（加藤千速君） いろいろとサジェスチョンありがとうございます。ＤＰＣにつ

きましては、今、大体、ベースが整ってきたというのが３０年１月、ことしの１

月のデータにもあらわれておりますし、このデータをもとにしながらＤＰＣ参画

へ前向きにやっていきたいと思っております。 

 ２番目のモチベーションの、職員に対する仕事のあり方についても、非常にい

い類例を挙げていただいたなと。自分で提案し、実行し、それで成功するあるい

は失敗する。上司から言われてどうのこうの。何にもしない。確かにおっしゃる

とおりだと思います。そういうやっぱり仕事に対するモチベーションというのは、

やっぱり基本的には職場環境が絶対必要だと思いますので、その辺の職場環境を

きちんとつくり上げていきながら、ここで、もう要するに市役所全員、それは市

長から一般職員まで、これは、要するに私は市役所がリードしていかなきゃなら

ない、まちをリードしていかなきゃならないという考え方はずっと持っておりま

すので、その辺の仕事に対するモチベーションもどんどんどんどん深めていきた

いと。 

 さっきの最後の中電の話でございます。今はっきり決まっているのは、中電の

意向としては、意向というんですか、我々が情報を得ている分については、エネ

ルギー地産地消を中心とした地域活性化策ということなんです。地域活性化策と

いうものについてはどういうものがあるのかということはこれからの世界なんで

すけれども、基本的には、おっしゃるように、私は、やっぱり産業の振興と雇用

の拡大、そして、要するに、そこに集まる人たち、そこへ集まってくる、要する

に交流人口を増大したいというような、そういう考え方、思いなんですけど、そ

ういう思いの中で、どうやればやはりその目的にかなったまちづくりができるか

ということは常に考えながら、ただ、そういう形の中で、要するに市役所だけで

考えるんじゃなしに、先ほども申しましたように、市民の御意見等をいろいろ取

り入れながら、それをきちんとまとめ上げて議会にもお諮りするというような、

そういう体制でいきたいと思っておりますので……。 

議長（南靖久議員） 市長、間もなく正午の時報が予測されておりますので。 

市長（加藤千速君） 失礼しました。以上でございます。よろしくお願いします。 

議長（南靖久議員） 以上ですか。 
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 休憩します。 

〔休憩 午前１１時５９分〕 

〔再開 午後 ０時００分〕 

議長（南靖久議員） ここで、昼食のため休憩いたします。再開は午後１時１５分か

らといたします。 

〔休憩 午後 ０時００分〕 

〔再開 午後 １時１４分〕 

副議長（小川公明議員） これより、私が議長の職を務めさせていただきます。 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問最後の大トリとして、７番、村田幸隆議員。 

〔７番（村田幸隆議員）登壇〕 

７番（村田幸隆議員） ただいま大トリと御紹介いただきましたけれども、番茶も出

ばなという言葉がありますけれども、まず一番最初に入れたお茶は、味も香りも

大変いいということでありましょう。そういった意味で、一昨日から６名の議員

が論戦を張ってきましたけれども、その出ばなの一番目が、議会の紅一点である

濵中議員さんがやられた。これはこれで味があったんじゃないかなと思っており

ますけれども、当の私は７番目でございまして、トリというと大変聞こえがいい

んですけれども、最後の最後で出がらしでございます。お茶も７回も湯を注いで

おると、味も香りもあったもんじゃない。実に困ったものでありますけれども、

何とか頑張ってみたいと思います。また、奥田議員のように、一番茶でなくても

熱が入って沸騰しますからそれなりの味が出るんでしょうけれども、私は沸騰は

できませんけれども、何とか皆さんに味を感じていただけるような質問といたし

たいと思いますので、どうか皆さん、しばしの間、御辛抱を賜りますようお願い

を申し上げます。 

 それでは、質問に入ります。 

 平成３０年度以降の予算編成に係る財源の確保について。財源の増大策、取り

組み、財産収入について市長の姿勢をお伺いするとともに、私なりに幾つかの提

言も交え質問を行いたいと思います。 

 市長は、就任以来、尾鷲市の再生を目標に上げ、さまざまにおいてビジョンと

思いを熱く語ってまいりました。これまで、民間企業で培ったノウハウと実績を

もとに積極的な市政運営に努めており、その行動力については評価をしたいと思

いますが、熱い余りか、暴走ではないものの、間々勇み足的な行動も見受けられ、
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熱いながらもしっかりと腰を落とし、押し出していく行動力を期待したいと思い

ます。 

 加藤市政において初めての当初予算編成でありますが、想像を絶する財政内容

に接し、市政をしく行政とはいえ、超弱小自治体の実情に改めて苦悩されたこと

と思います。その中での予算は、前年度比減というもののよくぞ編成をしたと、

市長初め執行部の努力、苦悩に対し一定の評価をするものでありますが、都市計

画税の問題が発覚をし、６月には財調４億９,０００万から予定では２億６,００

０万取り崩し目的税に積み立てるため、財調の残高が２億３,０００万になると

いう事態が起こり、さらに、２９年度決算時において余剰金が８,８００万円程

度増になり、財調残高は１億４,２００万円程度になることは明らかであります。

加えて、三田火力発電所の廃止が発表され、財政弱体化に拍車がかかり、いまだ

かつてない未曽有の危機を迎えることとなったわけでありますけれども、今後、

３０年度内におけるさまざまにおいての補正の必要に迫られると予想されるとこ

ろから、果たしてこれに対応できるのか、さらには来年度当初予算編成が可能で

あるのか、大変憂慮されるところであります。 

 ここまでの財政悪化と都市計画税の余剰金等の問題については、明らかにこれ

までの市政運営手腕と体制不備が原因であります。現市長の責ではないとは思い

ますが、引き継いだのは加藤市長であり、市の為政者であり、責を余儀なくされ

じくじたる思いであると推察するところでありますが、この際、財政危機宣言を

して現実を直視し、歩を進めるしか手段はないと判断をするところであります。

私も、市政運営の一翼を担う議会人の１人としてともに考え、苦労の一片たりと

もともに担い、可能な限り同一歩調をとっていきたいと考えるところであります。 

 そこで、市長として、現況を踏まえ、さまざまにおいてどう対応し、歩を進め

ていこうとしているのか、率直な考えをまずお聞きをいたしたいと思います。 

 壇上からの質問をこれで終わります。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 現状を踏まえた今後の市政運営につきましては、村田議員のお

っしゃるとおり、財政悪化の原因でもある都市計画税の余剰金対応、これに伴う

尾鷲総合病院のリニアック関連予算の取り下げ、また、三木、三木里小学校の統

合問題など議会を初め市民の皆様に対し市政不安を招いたことについて、市政を

預かる者として十分認識いたしております。これらの諸問題の速やかな解決はも
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とより、行財政改革による徹底した無理、無駄の排除による歳出削減の取り組み

も含め、スピード感を持ってそれぞれの課題に取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、議員各位におかれましても、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 市長から、いつになく余り元気なかったんですが、答弁いた

だきました。その上に立って、私も議員の１人としてさまざまなことを考えてま

いりました。現在の状況は、本当に財政が逼迫してきておりまして、この先、尾

鷲市がどう生き残っていけるのか、こんなことを考えながら、私の浅はかな知恵

ではございますけれども、自分なりに緊急財源確保策の振興なんていうことを勝

手につくりまして、きょう、提言をさせていただきたいと思います。 

 まず、その前に都市計画税でありますけれども、これは財調から積み立てをし

て、目的税として積み立てるということなんですね。現在、尾鷲市の都市計画税

の使い道としては、都市計画街路事業、それから、公園等が施設として設定をさ

れておるわけでありますけれども、そのほかの用途ということについては指定を

されていない。 

 そこで、都市計画法を私、見てみました。都市計画法の都市施設の第１１条、

これを見てみますといろんな使い道があるんですね。都市計画区域については、

都市計画に次に上げる施設を定めることができる。そして、また、ただし書きと

して、この場合において特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても

これらの施設を定めることができる。ですから、市が都市計画の施設として定め

れば、これは目的税も使えるということでありますね。ですから、用途が広がっ

てくる。 

 その項目を見てみますと、１４項目について使い道が書かれておるわけであり

ますけれども、その中で私が注目したのは、墓地、墓地なんかも書いてある。そ

れから、ごみの焼却場、あるいは教育文化施設の学校図書館、社会福祉施設の病

院、保育所、それから、団地。いわゆる住宅、市営住宅なんかもこの該当にはま

ってくる。そして、火葬場も含まれておるんですね。この辺が尾鷲市として今か

ら一般財源を苦しめる要因なのかなと私は思いまして、この中で、やっぱりこれ

らを、目的税を積み立てたときには速やかにこういったものを順を追ってそれに

使っていくということによって、一般財源の圧迫を、徐々に徐々にですけれども、

３億円、差し当たっては３億円、一般財源の圧迫をのけることができるんですか
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ら、これは、今、ピンチになっておりますけれども、まさにやり方によってはピ

ンチをチャンスに変えるんだなということを思っておりますもので、ぜひとも６

月に積み立てる。今から間に合うかどうかわかりませんけれども、６月に目的税

として積み立てたら速やかに行動のできるように、この議会本会議が終わった後、

本議会が終わった後に速やかに都市施設の設定ということの作業にかかっていた

だくようお願いを申し上げておきたいと思います。 

 これについて、市長、どうでしょう。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員の御指摘どおり、この都市計画税の充当対象となり得る都

市施設は、議員もおっしゃっていましたように、都市計画法第４１条において、

道路、公園、下水道は、これはもちろんのことなんですけれども、おっしゃって

いましたように、墓園とか、あるいは汚物処理場、ごみ処理場、学校、病院、火

葬場、一団地の住宅施設などさまざまな施設を定めることができるとあります。

これら施設への都市計画税の充当は、都市計画施設への位置づけや都市計画事業

としての協議、調整など取り組むべき課題は多数ありますが、これらの課題をし

っかり確認し、納税いただいた都市計画税を最大限有効に利用するために、本市

としての取り組み方針を早期に決定いたしたいと考えております。 

 この都市計画税の活用につきましては、副市長をトップとし、関係各課が連携

して早期に協議を行うよう指示しており、さまざまな観点からの検討を行い、適

正な予算執行に努めてまいりたいと存じております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） ぜひそういうことで、早急に進めていただくことを強く要望

しておきたいと思います。 

 今申し上げましたけれども、都市計画税の中で市営住宅等もあるんですね。現

在の尾鷲市の市営住宅、これは数こそありますけれども、老朽化によって耐震が

なされていないということで、新しく入居したいという方も入居できない状況に

なっているんですね。そこは先ほど楠議員の議論にもありましたけれども、空き

家でそのままの状態になっておる。非常に治安上好ましくない状態が続いておる。

しかも、今、尾鷲市は喫緊の課題として財源を何とかしてつくらなければいけな

い。こういったときには、やはり、この市営住宅のそういった耐震計画がなされ

ていない、入居もできないような住宅については、市民に払い下げをすると、こ

ういったことを考える必要があるのではないでしょうか。やはり市有財産を今こ
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の時期に売却する、あるいは有償で貸与をするとか、そういった利活用を考えな

がらこの急場をしのいでいく。このことが必要かと思いますけれども、市長、こ

のことについて簡単に答弁をいただきます。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず、もう、おっしゃるとおりなんです。本市の市営住宅は、

先ほどおっしゃっていましたように老朽化が進み、耐震上の課題から入居に適さ

ない住宅も多いため、このような住宅を撤去し、空き地となった土地は売却する

ことを含め、さまざまな利活用をしっかり検討する必要があります。今年度、市

営住宅の長寿命化修繕計画を策定する中で、全ての団地を対象に団地ごとの維持

管理手法及び施設更新等を検討しております。 

 市営住宅の住宅及びその土地の活用については、今後の市営住宅の需要等を踏

まえ、その立地環境や住民の物理特性、今後の管理手法等から、住宅の更新はも

とより、団地の集約や廃止を検討し、住宅用地の有効な利活用も早期に検討して

まいります。 

 なお、市営住宅の更新等においては、都市計画税の充当についても十分検討し

てまいります。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 時間の都合もあるのでこの辺で余り時間をとりたくないんで

すけれども、住宅の計画につきましては、今後の需要等も考えという答弁があり

ましたね。それはそれなんですけれども、今現在、尾鷲市は人口がどんどんどん

どん減っている。今入居できなくても何とかかんとか皆さんもやっておるわけで

すから、それは当然市民の方に一軒でも、一戸でも多くこれは利用してもらう必

要があるんですけれども、今の現在の状況を見ると、その果たして今入居できな

いでいる家屋は本当に必要なのかということをやっぱり考えていかなくてはなり

ません。なぜかというと、これは、通常の場合だったら今の市長の答弁で私は納

得がいきますけれども、今、尾鷲の置かれているこの状況を見たら、この辺のと

ころはもっと踏み込んで行動を起こすということをぜひお願いをしておきたいと

思います。 

 それから、市営住宅解体の造成、この費用についても、やっぱり都市計画の施

設の設置をしたらこれは使えるわけですから、その辺のところはきちっとやって

いただくというふうに、早く、踏み込んでやってください。お願いいたします。 

 それから、もう一つ、私の提案といいますかあれですけれども、尾鷲市の庁舎、
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これは、今、尾鷲市の庁舎を耐震の診断をしておりますね。その診断が出たら、

果たしてこの耐震の工事をやってこのままやっていくのか、それとも取り壊して

新築をするのかということになりましょうけれども、到底現在の尾鷲に庁舎を建

てかえるような金がありません。これは耐震工事をするといってもなかなか大変

です、金がありませんから。ですから、そういうことで、もし今災害があったら

どうするんだ。そのときには、県の庁舎とか、いわゆる旧工業高校の一室を貸し

ていただいて、尾鷲の市役所としての機能を損なわないように計画を立てておる

んですよね、総務課長。こういう計画でおるんですね。それはそれで結構だと思

うんですけれども、この際、尾鷲庁舎を旧工業高校に持っていきましょう。その

ことをひとつ考えていただきたいんですよ。 

 工業高校は、県の持ち物でありまして、それから、県の防災拠点施設となって

いますね。それと、一つは学園も入っておるということはありますけれども、さ

まざまなハードルがありますけれども、その辺は取り組んで私は解消できないこ

とはないと思うんですよ。まずここを建てかえるかどうなんだということも必要

ですけれども、じゃ、ほかに方法がないのかと。もう一歩踏み込んだ行政の考え

というのが必要ではないかと私は思います。ですから、工業高校をぜひ検討して

いただきたい。 

 工業高校にこの庁舎を持っていくということになれば、体育館も工業高校にあ

ります、立派なものが。国体の開催にしても、ここのあれでしょう、課長、この

体育館は使えないんでしょう。旧工業高校の体育館を使わせてもらうんでしょう。

ですから、こういうものを、そっちに体育館もあるわけです、グラウンドもある。

柔道、剣道場もある。そういったスポーツ施設もありますから、ぜひこの際、尾

鷲市として工業高校の跡地にこの庁舎を持っていくということを考えていただく

ことを強く求めたいと思います。 

 また、持っていくということになれば、当然、この庁舎と体育館の跡地ができ

るわけなんですね。今現在、いつ起きるかわからない、災害がいつ起きるのかわ

からない、そのために津波がどこまで来るかわからないと言われておる状況で、

金融機関とかいろんな業者の方々がどんどんどんどん高台、高台に移ろうとして

おる。そういう事情もあるわけですから、この際、そういうことになれば、この

敷地も有償の貸与をするか、企業に有償貸与をするか、それか、いわゆる売却を

するかという思い切った決断をしていただきたい。後で申し上げますけれども、

そういうことをぜひやっていただきたい。ですから、この庁舎の移転ということ
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も考えてください。 

 そして、この尾鷲の市有財産の中には、未使用の市有地があるわけですね。こ

こはどこだ、市のものだといっても、何もやらないでただ空き地になっているだ

けの土地もあると思います。そういったものをきちっと見直して、そして、売却

なら売却。この際ですから、この際ですから。何でもかんでも市のものを売れば

いいんだということではないですけれども、ここまでせっぱ詰まってきたら、こ

の１年、２年、３年、生き延びるためにはこういう思い切った策が必要なんです。

ですから、住宅、それから、今の庁舎の移転、それに伴う土地の売却、払い下げ、

こういった問題も真剣に、早急に考えていただくことを強く要望しておきたいと

思います。 

 それから、次に、私なりの独自の考えで、市内の経済の底上げ。これは一部で

すけれども、これは素人考えですから笑わないで聞いていただきたいと思うんで

すけれども、現在、尾鷲市の入札、これは大体低いところで８９.７％か９０％

で最低制限価格を設定しておるんですね。業者は、皆さん見積もりをきちっと合

わせてきますから、入札参加した人たちがその最低制限価格を入札して抽せんを

しておるという状況なんです。 

 そこで私は提案申し上げたいのは、この最低制限価格というのは、これは県に

準じて今やっておられるようでありますけれども、必ずしも国、県に準じなくて

もいいんですね。その自治体独自でこれは設定することはできるんです。もとも

と１００％はあるんですから。それをどこで最低制限価格を抑えるかということ

ですから、私は、この際、９７％ぐらいの最低制限価格をどーんと上げていただ

きたい。なぜかというと、この９７％に最低制限価格を上げて、業者は当然高く

とりますけれども、そこで、これも国と折衝しなければいけませんけれども、い

わゆる特区制度を使って、尾鷲市独自の課税、税金をかけるということを試みて

はどうかということも提案を申し上げたい。ですから、９７％で落札したものを、

例えば５％の、尾鷲市の、仮称ですが、公共事業取得税、こういった名称のもと

に独自の課税をするということも考えていただきたいと思うんです。これは無理

じゃないですよね。全国の自治体で独自で税金をかけておるところもありますし、

この尾鷲市が属しておる三重県、三重県も、産廃税、これは国で決まっておりま

せんけれども、三重県独自の産廃税をかけておるんですから、この税を徴収する。

課税ということについては、一個の自治体であればできないことはない。ただ、

ハードルはどこまで高いかわかりませんけれども、特区制度をフルに活用して、
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この尾鷲市の実情を打ち明けてこの辺のところをクリアすればできないことはあ

りませんから、どうぞその辺のところも取り組んでいただくということを強く申

し上げておきたいと思います。 

 この特区制度、これはちょっと説明をいたしますけれども、例えば１,０００

万の工事が発注された、予定価格は１,０００万、そして、最低制限価格が９

７％でしたら９７０万円で落札をするわけなんですね。それに５％を掛けますか

ら４８万５,０００円が税金として尾鷲市に入ってくる。そして、この４８万５,

０００円を、今度はそれをまた入札にかけるんです、工事をつくって。そうする

と、この４８万５,０００円の予定価格の中で９７％で落札をすると４７万４５

０円ということになる。これの５％をもらうと２万３,５２２円が税収として入

ってくる。なぜこういうことを私は提案をするのかというと、同じ１,０００万

でも、３回の入札ができるわけなんですよね。最後の余りが２万３,５２２円、

これは少額ですから修繕に回したり、あるいは何回とこれを積み立てていって、

ある一定の金額になったら入札をかけるということができるんですね。 

 これを思いついたのは、私は、銀行のやり方なんですよ。銀行はお金を貸して

利息を取る。その利息を貸してまた利息を取るんですね。複利計算でどんどんど

んどんいっている。こういう金の使い方というの、予算の使い方というのも、行

政も考えてもいいんじゃないか。こういうことを考えた場合に、まず差し当たっ

て入札制度、これを改革してこういうことができるんじゃないかということを私

は考えたわけでありますので、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 この落札金額だけを見た計算でいくと、３回の入札で１,０００万が１,０１９

万に効果が出るわけなんです。入札金額だけを見ると１,０５０万なら５０万ふ

えるということなんですけれども、それだけ地元の業者、材料屋に注文が行くわ

けですから、商店のひいては底上げ、市内の景気の底上げということになります

から、これは尾鷲市が財源をどうするかということだけでなく、尾鷲市内の景気

も上げていくんだという見地から、ぜひともこれも考えていただきたいと思いま

す。建設課長にもこのことはお話をさせていただいておりますけれども、ぜひ、

建設課長が県に帰っていかなかったら、ここの辺のところ、十分御検討いただく

ようお願いを申し上げたいと思います。 

 それから、次に、国策。国策に入る前に、市長に、今の私の提案について御意

見をいただきたいと思います。 

副議長（小川公明議員） 市長。 
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市長（加藤千速君） 最低制限価格制度については私も認識しておりまして、入札の

実施において公正な競争を妨げるほど不当に低い価格設定をする、いわゆるダン

ピング防止、これを主な目的とする制度であり、その運用に関しては国土交通省

より適正価格での契約の推進について要請がなされたと。そういった中で、本市

におきましては、公平公正な入札の執行を推進する観点から平成１６年度より運

用を行っており、最低制限価格の設定に用いる係数等の改正にあわせ、随時見直

しを行っているところが現状でございます。 

 この最低制限価格制度につきましては、先ほど議員もおっしゃっていますよう

に、法律による強制力がないことから、公平公正な入札の必要が可能な範囲を自

治体において判断し、規準を変更することは可能である、こういう認識を持って

います。その辺のところの順繰りといいますか、循環というのか、その辺のとこ

ろは十分認識しながら、ちょっとこちらのほうで十分そういうところ、ケースを

考えさせていただきながらまず検討させていただきたいと、このように考えてお

ります。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） よろしくお願いをいたします。 

 それから、次に、国策に入っていきたいと思いますけれども、私は、前々から

国策を持ってきたらどうかということを提案しております。今いらっしゃいませ

んけど、議長なんかは、国策の自衛隊を誘致してはどうか。髙村さんも、刑務所

の誘致ということを言いました。刑務所については、私も以前にこの議会でも申

し上げたことがあったんですが、これをひとつまた提案をさせていただきたいと

思います。 

 国策は、文字どおり国家が決定する政策でありまして、国家が世界中の中でみ

ずからの立ち位置を定める。そしてまた、そのために政策を立案して、国民の生

活の維持と国家存続のために行う策であるということは、これは言うまでもあり

ません。そこで、尾鷲市がこの先生き残っていくためには、国策の導入や誘致に

踏み込んでいかなければならないと思いますけれども、市長はこの国策というこ

とについてどうお考えですか。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員おっしゃっている刑務所などの国策の誘致という件でござ

いますけれども、私自身は、誘致事業といいますか、誘致事業においては、国策

の誘致のみならず、企業、事業誘致も含め積極的に取り組んでいく、そういうこ
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とが重要であると認識しております。議員御提案のとおり、刑務所とか、あるい

は、一方では自衛隊とか、そういった中での国策の誘致は多岐にわたっていると

いうことで、私も認識しております。私がその施策を市の財政面とか、そういう

積極的に取り組んでいくことが重要であると認識しております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） ここで議論をしてもあれだと思いますけれども、ちょっと今

の市長の答弁って、国策の誘致のみならずという言葉がありました。言葉尻を捉

えるのではありませんけれども、私の申し上げている国策は、施設の誘致はもち

ろんなんです。しかし、国策というのは、１８省庁がやっている策がいっぱいあ

るんですね。一つ、二つ紹介をしてみますと、人事院、これがやっているのは男

女共同参画の関係、それから、セクシュアルハラスメント。それから、法務省は、

今の刑務所も含めた刑事関係ですね。それから、文部科学省は教育、文化。これ

は言うまでもありませんけれども。それから、厚生労働省、子供・子育てと福

祉・介護。それから、農林水産省は農林の振興ということでありますけれども、

経産省におかれましてはエネルギーと環境ということ。それから、環境省のこと

では廃棄物のリサイクル対策等々書かれておるわけです。防衛省はくだんの自衛

隊も書かれて、自国の武力攻撃への対応とか等々書かれておるわけでありますけ

れども、そのほかにも、これは今簡単に目についたところだけを申し上げたんで

すが、たくさんあるわけなんですね。 

 この中には、やっぱり、施設だけじゃなくて、いわゆるソフト面でのいわゆる

国策というのもようけあるんですね。ですから、ソフト面の国策というのは、既

に地方創生、これの中でいろいろ国のほうから取り入れて尾鷲市もずっとやって

きておりますけれども、しかし、それはごく一部であります。国が国策として上

げておる政策の一部であります。ですから、この国策をいろいろ検討して、尾鷲

市が生き残っていくために何とかこれは誘致をしなければいけない、この国策は

取り入れなければいけないということをやっぱり判断をすべきだと。それはやっ

ぱり起していかなければならないということを私は申し上げておるので、御理解

を賜りたいと思います。 

 もちろん、市長の言われるように、国策の誘致のみならず、ほかの企業の誘致

もしなけりゃいかん。これは当然やらなくてはいけませんけれども、それをやる

のと同時に、国策の中にもそういった種類のものがたくさんありますですよとい

うことでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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 そこで、私は、余り刑務所、刑務所と言っておると余りよくありませんけれど

も、これは刑務所といっても国策の施設でありますから、一つ例をとって説明を

させていただきたいと思います。 

 例えば、受刑者５００人の刑務所を誘致するとします。そうすると、職員が大

体１４０人ついてくるんですよ。これは全部私は統計をとって出してありますか

ら。職員の１４０人の中には家族もついてきますから、大体３５０人ぐらい来る

だろうと。そうすると、５００人規模の刑務所を誘致すると８５０人の人が尾鷲

にやってくるわけなんですね。そうなると、交付税については、これが１億１,

９００万円、年間で、黙っておっても尾鷲市に入ってくるんです。それから、市

民税、これが、ざくっと計算しましたけれども２,９００万ほど入ってくるんで

すね。それから、これは市役所に入ってくる金ではありませんけれども、刑務所

内の費用として１年間に使われるのは、大体５億８００万円程度使われる。職員

の給与が３,７００万円、合計１０億２６２万という金が尾鷲市で動くんですね。

その５００人規模の刑務所を持ってくると、市内への経済効果、これが約５億円

と言われております。尾鷲市に黙っておっても入ってくる金が１億１,９００万、

市民税が２,９００万円、そして、経済効果が５億円。すばらしいじゃないです

か。 

 参考に、食費、これをちょっと私も試算をしてみましたので言いますけれども、

受刑者は１食３００円なんです。これが３回食べて３０日、それの５００人です

から１カ月で１,３５０万円という食材が動くんですね。これが１年になると１

億６,２００万円の食材が動くということになる。ですから、地産地消ではあり

ませんけれども、いわゆる刑務所、国の施設が来ると、その地域で調達をすると

いうことになっていますから、魚にしても、野菜にしても、農産物にしても、こ

ういったものをどんどん取り入れてくれる。それだけ経済が動くということなん

ですね。そして、また、刑務所内の作業、これにおいても、誘致をしたところの

いろいろな意見を聞いてくれますから、木工をしていただくということで、尾鷲

材のヒノキ、杉、これを使って、いわゆる服役しておる方々の作業に使っていた

だければ、これも林業のいわゆる振興に寄与をするということであって、まさに

いいことずくめではありませんけれども、いいことがたくさんあるんですね。 

 しかし、これは、反面、地域の理解が得られがたいということ、こういったや

っぱりハードルもあるわけでありまして、以前に私が刑務所のことを申し上げた

ら、尾鷲市を犯罪者のまちにするのかとか、こういう声がありました。子を持つ
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親として刑務所なんてとんでもないという声がありました。ですから、そういっ

たところはやっぱりクリアをしなければいけませんけれども、国としても、現在

は、景観上問題ないように配色に心を配ったり、それから、刑務所自体の建物の

形も工夫をしながらやってきております。これはだんだん問題をないようにでき

る。ですから、よその自治体で建っておるところは、市内のど真ん中に建ってお

る刑務所もあるわけですね。その辺はイメージ的なものは払拭をできつつあると

言われておるんですけれども、しかし、治安、やっぱり精神的にどうなんだとい

う治安ですけれども、治安についても国のほうが一層強化をしておりますので、

この辺も問題は解決をされるであろうということがいろいろ情報として入ってき

ておりますので、やっぱり刑務所の誘致もぜひ考えていただきたい。 

 以前申し上げたけれども、市は取り入れてくれなかったんです。ところが、今

現在、もう全国の自治体で、いろいろ人口が減って自治体が経営がえらくなって

くる、財源が苦しくなってきたところは、こぞって法務省のほうに刑務所の誘致

に届け出を出しておる。今、７０自治体ぐらいが出しておると思うんですね。現

在、どんどんどんどん犯罪者がふえてきておるんです。経済状況によって、現在、

全国の刑務所が４,０００人分不足をしておるんですけれども、これは既存の刑

務所を増築したりして何とかやっているんですけれども、毎年５,０００人から

６,０００人ペースでどんどんふえてくるだろうと予想をしておる。ですから、

総務省としても、何とか新規の刑務所を設立しなければいけないというようなこ

とになってきておりますから、そこでやっぱり……。 

 議長、ちょっと申しわけないです、座らせていただけますか。 

副議長（小川公明議員） どうぞ。 

７番（村田幸隆議員） 済みません。 

 何とかしなければいけないということで、皆さん国のほうにどんどんどんどん

押しかけていっておるわけでありますけれども、この刑務所を誘致するやっぱり

条件というのがあるんです。私は、場所を、今、岩田市長が勝手に、議会の承認

も得ずに国交省に土捨て場として今貸してやっておりますね。ですから、この国

交省の仕事が済まないとそこは使えませんけれども、私は、その小原野の用地、

ここをターゲットに私は検討してみました。 

 条件として、地元住民の受け入れ状況、これが今、地元住民をどう説得するか

ということなんですけれども、そのほかに、ライフラインの確保状況、医療関係

機関の協力状況、矯正施設運営上必要な社会資源に活用するため便利な位置状況
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にあるのかどうかということ。それから、土地の面積。土地の面積は、小原野は

３万３,０００平米、約１万坪ありますからこれは十二分に足りる。そして、津

波等の地盤立地状況、津波に影響はないのかというような立地状況。それから、

周辺より構内を見下ろせない地形状況であるのかというようなこと。それから、

外部の来庁者のための交通機関が確保されておるのかということを全部調査した

んです。全て、この地元住民の受け入れ状況だけを除けば、全て小原野地域は最

適の地になる。ですから、私は、法務省まで行って、じかに電話をして、いろん

なことを聞きましたけれども、刑務所だけでなく、刑務所を出た人がなかなか社

会復帰できなくて、また刑務所に舞い戻る。ですから、そういう犯罪者が、舞い

戻る人が多いんだということを聞きましたから、その人たちのために更生施設と

いうものを尾鷲市あるいは第三セクターでひとつ建てていって、１年間、２年間

訓練をさせて、社会復帰できるような訓練をして、その後に尾鷲市が情報発信を

して、そういった人材を全国の自治体に派遣をするというようなことをやっては

どうかということを総務省で私は話したことがある。総務省の方は、これは理想

的な問題だと。これ、３年、４年前、言ったら、ぜひそれを検討してくれという

ことで、私は、意気揚々と尾鷲市にやってきて話したんですけど、それは受け入

れられなかった。議員の提案でもやったけど、受け入れられていない。これはこ

れで行政の考えもあるんですからしようがないと思うんですけれども、やっぱり

そのうちにどんどんどんどん全国から刑務所を誘致したいんだということがたく

さん出てきたんですね。 

 ですから、尾鷲市も、遅きに失したという感じもありますけれども、今からで

も遅くありません。ぜひこういったものを誘致できるということをひとつ頭に置

いて十分御検討いただきたいと思う。国交省の工事が終わるのは４年か５年後で

すよ。今から働きかけておくと、もしそれで成就をするのであれば、ちょうどあ

の用地もあいてくるということですから、それに向けてひとつ行動を起していた

だきたいということでございます。 

 これについて、市長の見解を求めます。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員御提案のとおり、国策の誘致事業には刑務所など多岐にわ

たっていると思っております。私がそういう施策を判断する際には、やっぱり、

今抱えている市の財政面がどうなのか、あるいは産業振興がどうなのか、雇用対

策がどうなのか、いろいろとさまざまな観点から本市の将来を見据えて、まず市
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長が最終的に判断するという認識は持っております。その際には、やはり議会と

も十分議論を重ねなければなりませんし、また、市民の皆様に対して説明責任、

こういったものを果たした上で結論を出してまいりたいと考えております。 

 今後も、そういう国の動向を注視しながら可能性を模索してまいりたいと、こ

のように考えております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 今、市長からお答えをいただきました。さまざまな状況を考

えて最後には私が決断をすると。しかし、それには議会の同意も得なければなら

ないし、市民の御理解もいただく、そういったことが条件だというような答弁を

されたと思うんですね。それはそれでおっしゃるとおり。しかし、先ほど来から

私が申し上げておりますのは、こういった施設だけでなく、制度上のこともあり

ましょうし、そういったものはどんどんどんどん進めていっていただきたいとい

うことなんですね。 

 その国策の施設の中にも、今、たまたま一例として刑務所を上げましたけれど

も、そのほかにも施設の誘致というのはたくさんあるんですね。しかし、これは

一般論ですけど、一般論ですけれども、地域の理解、これが問題となってくるよ

うな施設の誘致ということが多々あるんですよね。ですから、この辺のところは、

どう地元を説得してやっていくのか。しかし、最も大事なのは、この地元の住民

を説得したり、それから、議会に説得をして同意してもらうということもあるん

ですが、最も大事なのは、そういった施設を誘致して尾鷲市がどれだけ恩恵を受

けるのか。この先、尾鷲市としてどういう展開になっていくのかという、ここが

一番大事なんですね。ですから、今、まさに尾鷲市は、本当に財源をどうして蓄

えるんだ、どうしてとって来るんだということは喫緊の課題なんですよ。ですか

ら、そういったことをどんどん前向きに考えていっていただいて、最後には市長

が、いろんな、中には市内を二分するような議論も沸騰するときもあると思いま

すよ。精神的な影響とかそういったものでいろいろあると思います。しかし、例

えばそういう施設であっても、市長が最終的に決断をする。それには、やっぱり、

今申し上げましたけれども、尾鷲市がどうなるのかということを大前提に考えて

いただきたいということを強く申し上げておきたいと思いますので、この辺のと

ころについてまた市長の答弁もいただきたいと思いますけれども、どうでしょう。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 実をいうと私も、今回の市長選に立候補した、そういう時点か
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らです、尾鷲の再生というものを人生の集大成として、正直申しまして、昨年、

一昨年から尾鷲に住んで、骨を埋める覚悟で４５年ぶりに帰ってきたわけでござ

いますけれども、その信念はかたいです。先ほどおっしゃったように、市を二分

するいろんなそういうさまざまなリスクというのは当然あると思います。そうい

う克服することは当然のことなんですけれども、さまざまな観点から、今の尾鷲

市、あるいはこれからの尾鷲市を見据えた場合に、いかにしてやはりこれは、今

の財政面からいったら有利とか有益とかと言えるんですけれども、こういったも

のをきちんと判断しながら、そういうことを自分で決めた以上はそれを最後まで

貫くという、そういう決意を持っております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 今まで、冒頭から申し上げてきたことにつきましては、究極

の生き残り策、こう私は思っておるんですね。ですから、今の時期に、市長がよ

く言われておりますけれども、ふるさと納税ですか、こういったもので頑張って

いくと言われておりますけれども、それはそれで結構なんです。さまざまな努力

をしていただくことは結構なんですけれども、しかし、現在の尾鷲市の状況を見

たら、それではなかなかおぼつかない。この先どうするのかということをいろい

ろ検討したら、この一、二年、３年、これを尾鷲市としてどう生き残っていくの

かということに焦点を当てて、いろんな思い切った策も講じなければいけない。

そういった意味で私は今回提案をさせていただいたようなわけであります。 

 都市計画税の使い道を申し上げました。それから、住宅を解体して売却もしく

は有償の貸与をしろと、これも申し上げました。そして、市の庁舎を工業高校へ

持っていけと。工業高校へ持っていって、この市の団地については有償貸与する

か、それか売却をする。全てではないけれども、市有財産を有効に利用して、今

こそこれを有効に利用して、尾鷲市の生き残り策の原動力として使うべきだと私

は考えておりますので、この辺は、もう早急に行動を起していただくということ

を強く申し上げておきたいと思いますし、それから、入札制度の改革、これは、

一方でこういうこともやって、いわゆる尾鷲市内の景気の底上げということも一

方では考えていかなくてはならない。しかし、どっちが優先するかというと、ま

ず尾鷲市の財源をどうつくるかということでございますので、今申し上げたこと

については早急に対応していただきたい。それと同時に、入札制度の改革もひと

つ御検討いただきたいということであります。 

 一、二年、３年は、こういったことをして何とか尾鷲市を生き残らせていくけ
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れども、それから先はどうなんだということを考えれば、私は、この二、三年の

うちに国策を尾鷲市のものにして、そして、尾鷲市が将来も生き残っていけるよ

うな、そういった形にしていくという意味合いからして私は振興という言葉を使

わせていただいたんですけれども、ぜひ、全てが、私の申し上げていることが正

解とは申しませんけれども、こういうことが提案をされたんだということを念頭

に置いていただいて、即金になることは、こんな浅ましいことを言うのはどうか

と思いますけれども、今は金をどんどん尾鷲市に持ってこなきゃならないんです

から、金がなかったら市民の生活も何もあったもんじゃないんですから、ぜひお

願いをいたしたいと思います。 

 そういう危機感から、我々議会も、政務活動費、これの不執行ということを決

めました。そして、議会運営委員会の視察も、必要がない限りは、これは不執行

にするということを決めました。今後、この尾鷲市の状況を見ながら、我々議会

としても、もっともっとさらに踏み込んでいかなくてはならないかもしれません。 

 そこで、こういう状況の中で、いわゆる執行部の今申し上げたことについての

対応、どういう対応をしておるのかお聞きをいたしたいと思います。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 先ほど来から、市税収入の減少、あるいは都市計画税の余剰金

問題、あるいは今後厳しい財政運営が懸念される、先ほど述べさせていただいた

ところでありますが、この厳しい状況への対応については、まずやっぱりみずか

ら正すということで、微力ではありますけれども、私を含めた副市長及び教育長、

この三役の給与につきまして、削減する条例案を本定例会中に追加議案として提

出いたしたいと今考えております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） それは市長、そういうことなんですが、それは具体的にどの

程度の数字なんですか。ちょっとお示しをいただけるのであればお示しいただき

たい。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 今考えております給与減額案についてでございます。市長につ

きましては、給料、賞与ともに２０％カット、副市長及び教育長につきましては、

給料、賞与ともに１０％カット、こういう形で、減額額といったら大変あれなん

ですけれども、減額額としましては５２３万４,５９８円、約５２０万余という、

これの削減はしたいと、このように考えております。 
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副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 時間も迫ってまいりましたから、再度、冒頭、私が財政危機

宣言をしたらどうかということを申し上げたと思うんですけれども、それについ

ての答弁がございませんでした。この点については、市長、いかがでしょう。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員のおっしゃるとおり、これは現在の財政状況、厳しいこと

は十分認識しておりますので、我々としては強い危機感を持って今後の市政運営

に邁進していきたい、このように考えております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） 財政危機宣言をしないということでありますけれども、危機

感を持ってやっていくということなんですね。しかし、私はまだそこら辺まで調

べてはおりませんけれども、現在の尾鷲市の状況から見て、来年度の予算編成に

当たって、やっぱり一時借入金、こういったものもしなきゃならない状況なのか

なと私は勝手に思うんですね。そういうことからすると、この際、こだわるので

はありませんけれども、財政危機宣言ぐらいはしてやったほうがいいんじゃない

かなと思いますけれども、それは市長の判断ですから、私はそう思いますので、

そのことも一つ考えていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、まだちょっと時間がありますので、今、プロジェクトチーム等で熱

心に検討や議論が交わされております。これは市長の指示のもとにやられておる

と思うんですね。しかし、大変、いわゆる民間でいろんな経験をされた、それこ

そすごい民間では業績を残された方に申し上げるのは、まさに本当に釈迦に説法

であり、老婆心かもしれませんけれども、いろんなことを議論して検討する際に、

民間ならどうするんだろうというようなことを一つの考え方として持っていただ

くということが、私、求められておるんじゃないかなと思うんですよ。というの

は、先ほどの、私は入札制度も申しましたけれども、これ、銀行とて民間ですか

ら、民間がこういうやり方をしておるんだ。じゃ、こういうやり方は行政でどう

できるんだなというような考え方、それから、民間ならこういった場合にどうす

るんだろう。はっきり言って、財源を少しでも獲得するためには、金を入れるた

めにはどうしたらいいんだということもやっぱり考えていかなくてはならない。

こういうことをやっぱり私は持っていただきたいなと。いわゆる、これはええ格

好を言うんじゃないですけれども、株式会社尾鷲ということになって、民間の企

業のような気持ちになって、そして、行政ですから、これはきちっと行政の節度
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は守っていかなくてはなりませんけれども、その中にあって利用のできる、ある

いはヒントを得られる民間の考えというものはどんどん私は入れていくべきだと

思うんですね。ですから、そういうことについては、やはり、今ここに課長さん

いらっしゃいますけれども、この御認識を持っていただくよう特にお願いをして

おきたいなと思うわけなんです。 

 これは本当に笑い話かもわかりませんけれども、これはできるかできんかわか

りませんよ、市役所のバスありますよね、車もありますよね。一般の民間だった

ら、その中へ、いわゆる外側にいろんな宣伝文句をステッカーで張られておりま

すよね。それで、そのステッカーを張るお金としてオーナー料、いわゆるスポン

サー料としてそのお金を徴収しておるわけですね。これが行政でできるかどうか

は別にして、やっぱり行政でもそういうことができるのかどうかということを考

えながら、じゃ、行政としてどう財源の確保をできるんだろうということをやっ

ぱり考えていくべきだと私は思うんです。特に市長のならこのことは十分私は御

認識というか、理解はしていただけると思うんですけれども、その辺、いかがで

しょうか。 

副議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） バスのことはともかくとしまして、そういう形で実際問題、例

えば、大阪市営バスがどういうふうになっているのか。今、具体的に考えており

ますのは、例えば、市役所独自の封筒、あるいはこれはほかの市町でもやってい

るということを確認しましたんですけれども、そこに広告を載っけるとか、そう

いった事例もございますので、おっしゃるように、財源というのか収益をどうや

ってプラスにするのか。そういうものも含めて、基本的には、私も議員と同じよ

うに、株式会社尾鷲という形の中で、どういう事業を展開していきながら、収益

事業として一方では進めていくということも必要でございます。収益がほとんど

マイナスになっている状況なので、あと、プラスアルファとしてどういう形の中

でマイナスの部分を補塡していくかということも非常に考える必要があると思い

ますし、要するに、企業的な発想というものを今後どんどんどんどん出していき

たいとは考えております。 

副議長（小川公明議員） ７番、村田議員。 

７番（村田幸隆議員） （聴取不能）の私の質問は終わりましたけれども、全て申し

上げましたけれども、ぜひ、これはやっぱり提案といっても執行部の皆さんはど

うとられるかわかりませんけれども、一つの提案を、この提案をぜひ検討してい
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ただいて、取り入れるところは取り入れていただいて、そして、取り入れた限り

は少しでも早く行動をしていただくということを強く求めておきたいと思います。 

 それから、大変余分なことでありますけれども、市長、あなた、最近大変元気

がないですね。私はずっと見ていると、初めのころの元気がない。それはそうで

しょう。議会でやいのやいの、世間でやいのやいの。自分がリニアックやろうと

思っていたけれども、なかなかそれが思うようにいかない。そういうことがあっ

てストレスが随分たまっておるんだなと私は思っております。しかし、市長、今

は、尾鷲市が変わろうとしておる。ですから、今、産みの苦しみを今味わってお

る。ですから、ここでひとつ踏ん張って、何とか尾鷲市を加藤市長がうまいこと

尾鷲市を生き残らせたんだというように結果がなるように頑張ってまいりましょ

う。議会もそんな批判的なことばっかり言いませんよ。いろんなことを言っても、

やっぱり尾鷲市を何とかしなければいけないという気持ちを持っているんだから、

どうかひとつ元気を出していただきたい。いろんな悩みがあっても、それは開き

直りと空元気で出しておれば、どんどんどんどん元気が出てくるんですよ。どう

かひとつ、加藤市長の元気のない顔は私は好きじゃない。ですから、元気を出し

てやりましょう。いろんな悪条件があっても、それこそ開き直りですよ。やらな

きゃいかんのですからやりましょう。このことだけを強く申し上げて、私は今回

の質問を終わりたいと思います。ぜひ頑張っていただきたい。 

副議長（小川公明議員） 答弁よろしいですか。市長。 

市長（加藤千速君） 御心配いただいているんですけれども、考えることが多過ぎま

して、そうすると、どうしてもやっぱりくそ真面目な顔で、ちょっと寂れた顔に

なってしまいますので。今、産みの苦しみで結構大変です。だけれども、これは、

議員の皆様方からいろんな御提言のあった分も含めながら、もうやるしかないん

です。やっていく。そのためには元気が出てきますので。 

７番（村田幸隆議員） もっと元気に言ってくださいよ、元気に。 

市長（加藤千速君） 元気にやります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。 

副議長（小川公明議員） 以上で通告による一般質問は全て終了いたしました。これ

をもって一般質問を終結いたします。 

 以後、会期日程のとおり、あす８日木曜日には午前１０時より総務産業常任委

員会を開催していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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〔散会 午後 ２時１５分〕 
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